
米子がいな創生総合戦略　平成２９年度の施策の取組状況（取組内容・重要業績評価指標ＫＰＩの実績）

ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性
①企業誘致
活動の推進

○今後も安定した雇用
の創出、正規雇用の増
加、及び地域外への人
口流出の抑制につなが
る企業誘致を着実に実
現することが求められて
います。

⇒引き続き、鳥取県
及び鳥取県西部地
域振興協議会との
連携、米子市関西
事務所の活動、ある
いは、米子市ふるさ
と経済活性化委員
の活用により、企業
誘致活動を推進しま
す。

■誘致企業数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、３９社
（平成元年度～平成
２６年度累計：２９
社）

鳥取県及び鳥取県西
部地域振興協議会、米
子市関西事務所等と
連携しながら、企業誘
致活動を行った。

３１社
【内訳】
平成２９年度：２
社
平成２８年度：
実績なし
平成２７年度：
実績なし

Ｃ 現在誘致活動中の案
件については継続した
取組を行い、並行して
新規案件の開拓に努
めることとしている。

経済戦
略課

②誘致企業
への支援（企
業立地促進
補助金の加
算）

○今後も安定した雇用
の創出、正規雇用の増
加、及び地域外への人
口流出の抑制につなが
る企業誘致を着実に実
現することが求められて
おり、さらに企業誘致を
推進するためには、自
治体間競争に打ち勝つ
誘致企業への支援策の
充実が必要です。

⇒企業からみて他
自治体よりも魅力的
な支援制度とするた
め、従来の企業立
地促進補助金に加
えて、新たな補助制
度を創設します。

■誘致企業数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、３９社
（平成元年度～平成
２６年度累計：２９
社）

既存の企業誘致促進
補助金による支援を
行ったが、「よう来てご
しなった！加算型誘致
企業支援事業補助金
制度」は今年度も予算
化を見送った。

３１社
【内訳】
平成２９年度：２
社
平成２８年度：
実績なし
平成２７年度：
実績なし

Ｃ 今後も既存の補助制
度等により、企業誘致
の推進に努めることと
している。

経済戦
略課

③新たな工
業用地の確
保に向けた
取組

○本市における空き工
業用地の現状は、ほと
んどない状況であり、企
業から進出の意向があ
れば、オーダーメイドで
整備し提供する方針を
取っていますが、昨今の
企業側の進出候補地の
選定状況を見ると、当該
候補地が、その選定か
ら施設建設までを短期
間で完了できる場所で
あるかどうかが企業の
重要な判断ポイントと
なっており、今後、企業
誘致における地域間競
争に勝ち抜くためには、
企業に選ばれる工業用
地をあらかじめ確保して
おく必要性が高まってい
ます。

⇒新たな工業用地
の確保に向けた取
組として、市内の適
地に一定面積の工
業用地を造成するこ
とについて検討し、
その結果に基づき、
工業用地造成の事
業化を目指します。

■工業用地の造成
数
⇒５年後（平成３１年
度）までに、最低１箇
所

候補地を確定し、測量
設計、地質調査、各種
許認可の取得が完了
した。土地の売買契約
については、９９．９％
の土地において完了し
ており、一部農水省の
土地等が未取得であ
るものの、平成30年度
中に全ての土地の取
得を完了する見通しが
たった。

０箇所 Ｂ 平成30年度は未取得
の土地の売買契約を
完了し、造成工事を開
始する予定としてい
る。

経済戦
略課

④地元企業
の工場等の
新増設・新規
雇用への支
援

○工業の振興に当たっ
ては、工場又は事業所
の新設・増設を行う設備
投資や新規雇用への支
援を行い、地元企業の
事業規模拡大の促進を
図る必要があります。近
年は、緩やかな景気回
復を受け、受注増加の
動きがあることから、今
後も設備投資や新規雇
用が見込まれます。

⇒引き続き、地元企
業の工場又は事業
所の新設・増設を行
う設備投資や新規
雇用への支援を行
います。

■工場等の新増設
支援の件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、３３件
（平成１１年度～平
成２６年度累計：１７
件）

鳥取県、（公財）鳥取県
産業振興機構と情報を
共有し、地元企業の工
場の増設を行う設備投
資や新規雇用への支
援を行った。
また、受注増加を狙
い、ビジネスマッチング
商談会を開催し、地元
企業にエントリーしても
らい、販路拡大を支援
した。

２３件
【内訳】
平成２９年度：２
件
平成２８年度：２
件
平成２７年度：２
件

Ｃ 引き続き、鳥取県、（公
財）鳥取県産業振興機
構と連携し、地元企業
の支援を行うこととして
いる。
また、受注増加による
事業規模の拡大を目
指し、ビジネスマッチン
グ商談会を開催し、販
路拡大等の支援を積
極的に行うこととしてい
る。

商工課

2 ①中小企業
の振興に資
する制度融
資の実施

○本市の民間事業所の
大部分を占める中小企
業は、経営基盤が脆弱
であり、その安定的な経
営を維持し、業務の効率
化の促進や事業の拡大
を図るための開業資金、
運転資金、設備資金な
どに向けた融資を必要と
していることから、中小
企業の振興に資する各
種の制度融資を実施し
ています。

⇒引き続き、中小企
業の振興に資する
制度融資を実施しま
す。

■制度融資利用件
数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、６００
件（平成２６年度：５
２６件）

市のホームページ、鳥
取県の産業支援ナビ
で広報を行い、鳥取県
商工労働関係施設合
同説明会で周知を行っ
た。また、３０年度より
小口融資の制度改正
を行うために、関係機
関と連携して利用しや
すい制度設計を検討し
た。

３９８件

【参考】
平成２８年度：４
７５件
平成２７年度：４
８４件

Ｃ 鳥取県との協調融資
のため、引き続き連携
して周知を図るととも
に、金融機関、商工会
議所、商工会等の関係
機関と情報共有を図り
ながら、適切な事業案
内に努めることとして
いる。

商工課

施
策
分
野

政
策
分
野

1Ⅰ

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②小規模事
業者向け融
資の利子補
給制度の利
用拡大

○本市の民間事業所の
大部分を占める中小企
業の中でも、とりわけ小
規模事業者はさらに経
営基盤が脆弱であり、資
金調達が容易でないこと
に加え、融資を受けるこ
とができた場合でも、そ
の利払いが経営の大き
な負担となっていること
から、小規模事業者向
け融資の利子補給を実
施しています。

⇒小規模事業者向
け融資の利子補給
制度の周知を徹底
し、制度利用の拡大
を図ります。

■小規模事業者経
営改善資金等利子
補給補助金利用者
数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、２８件
（平成２６年度：１８
件）

当該制度の利用を促
進するため、市のホー
ムページ等で情報提供
を行った。また、商工
会議所、商工会等の関
係機関と打ち合わせを
行い、連携しながら周
知に努めた。

１５件

【参考】
平成２８年度：２
０件
平成２７年度：２
０件

Ｃ 引き続き、関係機関と
連携しながら、当該制
度の周知を図り、制度
の利用を促進していく
こととしている。

商工課

③中小企業
等の小口資
金を募るクラ
ウドファン
ディング・サ
イト開設に向
けた取組

○近年、クリエイターや
起業家の資金調達の方
法として、インターネット
のサイトを通じて多数の
支援者から小口資金を
募る「クラウドファンディ
ング」の開設が見受けら
れます。中小企業の資
金調達においては、制
度融資等による支援を
基本としながらも、新た
な資金調達の方法とし
て、この「クラウドファン
ディング」の活用への期
待が高まっているととも
に、創業支援の手法とし
ても注目されています。

※「クラウドファンディン
グ（Ｃrowd Funding）」の
クラウドは「群集」、ファ
ンディングは「資金調達」
という意味。

⇒クラウドファンディ
ング・サイト開設を
検討します。

■クラウドファンディ
ング・サイト開設の
検討
⇒早期に結論を得
ます。

- - Ｘ (参考）
平成２９年度は金融機
関等を中心に、現状に
ついて聞き取りを行っ
た。
クラウドファンディング
については、地域金融
機関がそれぞれ大手
クラウドファンディング
サイトと包括的連携契
約を交わし、創業者支
援を実施されている。
市としては、新規サイト
の立ち上げではなく、
創業者への情報提供
等、クラウドファンディ
ングサイトの利用支援
や民間の大手クラウド
ファンディングとの連携
などを引き続き検討し
ていくこととしている。

商工課

④中小企業
（地場産業）
の振興に関
する条例の
制定
※施策の追
加

○地域経済の更なる発
展のためには、地域に
根差した地場産業の担
い手である中小企業の
育成と支援が必要です。

⇒地場産業を育成
し、地域経済の活性
化につなげていくた
め、中小企業（地場
産業）の振興に関す
る条例を制定しま
す。なお、条例制定
に当たっては、実効
性のある条例にす
べく、先進自治体の
調査研究、経済団
体と協議など、様々
な観点で検討しま
す。

■中小企業（地場産
業）の振興に関する
条例の制定
⇒条例を制定してい
る自治体の調査・研
究を行うとともに、経
済団体とも協議しな
がら、条例制定の基
本方向・方針を決定
します。

－ － Ｘ － 商工課

3 ①特定創業
支援事業を
修了し、雇用
を伴う創業を
した者への
支援

○近年、本市において
は、廃業率が開業率を
上回っていることから、
地域の開業率を引き上
げるため、平成２６年に
鳥取県西部９市町村で
策定した創業支援事業
計画に基づき、商工団
体などと連携して創業を
支援することとしており、
この計画に基づく創業を
促進する必要がありま
す。

⇒創業支援事業計
画に基づき、特定創
業支援事業を修了
し、雇用を伴う創業
をした者を支援し、
創業の促進を図りま
す。

■市内での新規創
業件数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、４５件
（平成２６年度：２５
件）

総合相談業務に加え、
本市の創業に関する
既存事業(補助金、融
資)と関係支援機関と
の連携による事業を実
施した。
・総合相談件数　３０件
・融資件数　５２件

２８件

【参考】
平成２８年度：５
０件
平成２７年度：３
７件

Ｃ 引き続き、鳥取県西部
９市町村で策定した創
業支援事業計画に基
づき、商工団体などと
連携して創業を支援す
ることとしている。

商工課
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②地元事業
者の事業承
継への支援
に向けた取
組

○これまで、中心市街地
の商店街をはじめとして
地元の多くの小規模事
業者は、代々その家族
などに事業承継してきま
したが、近年、少子高齢
化の進展や若者の都市
圏などへの流出により、
後継者がなく事業の継
続がこれまで以上に困
難になっている状況があ
り、地域経済の活性化を
図ることはもとより、伝統
的な事業や技術を後世
に引き継いでいくため、
地元事業者の事業承継
が全国的な課題となって
います。県は、平成２７
年度に「鳥取県事業引
継ぎセンター」を開設さ
れたところですが、本市
においても事業承継の
支援に向けた取組が求
められています。

⇒県、商工会議所
等の経済団体との
協議に基づき、事業
承継への支援に関
する市の取組を検
討し、その結果に基
づき、支援の事業化
を図ります。

■事業承継への支
援に関する取組の
検討
⇒早期に結論を得
ます。

- - Ｘ （参考）
関係機関から現状に
ついて聞き取りを行
い、行政機関の関与に
ついて検討を行った。
事業承継は、経営状況
の分析やM&Ａ等の専
門知識や経験が必要
であり、市が直接関与
するのは難しく、民業と
して成り立つ部分があ
ることから、役割分担
を見極めて、地域振興
の観点から支援してい
くこととし、当面は、県
や商工団体等の取組
への協力や連携等で
対応していくこととして
いる。

商工課

③未来のも
のづくりの担
い手・起業家
の育成に向
けた取組

○今日、３Ｄプリンタや
レーザーカッターなどの
デジタル工作機器が普
及してきたことにより、個
人の自由な作品が３Ｄ
データでネットワーク上
を流通し販売されるよう
な社会（ファブ社会）が
到来しつつあります。本
市においても、産官学で
構成する連携組織によ
り、未来のものづくりを
学べる「ファブラボとっと
りwest」が開設されまし
た。このファブラボは、も
のづくりの裾野を個人に
広げ新しい仕事や産業
を生むものとして期待さ
れ、また利用者は、子ど
もから大人まで幅広いこ
とから、世代間の学び教
えあいによるものづくり
の学び拠点となっていま
す。

⇒国の「地域おこし
協力隊制度」を活用
して、「ファブラボ
とっとりwest」に常駐
スタッフを配置し、先
進的なファブラボの
活動を広く市民に周
知し、新しいものづく
りを振興することに
より、ものづくりの担
い手・起業家の育成
を図ります。

■「ファブラボとっと
りwest」会員数
⇒平成３０年度にお
いて、５６０人（平成
２７年度末：２００人）

「地域おこし協力隊員」
を「ファブラボとっとり
west」に配置し、３Ｄプ
リンタやレーザーカッ
ターの使用者講習を
行った。
またイベントを開催し、
ファブラボの活動をＰＲ
した。
〈実施行事等〉
①ハンドスピナーワー
クショップ　夏休み～秋
20回開催　約200名参
加
②情報科学高校ITフェ
ア（安来市）
H29.12.2,3
250名参加

会員数 ４２５人
（６９人追加）

【参考】
平成２８年度：３
５６（１５６人追
加）

Ａ 引き続き、ファブラボの
活動を広く市民に周知
するため、イベントや情
報発信を行うこととして
いる。

商工課

Ⅰ

4

3

①「先端医療
創造都市よ
なご」の情報
発信を契機と
した産学金
官連携の促
進

Ａ○本市は、鳥取大学医
学部附属病院（特定機
能病院・救命救急セン
ター・周産期母子医療セ
ンター）のほか、山陰労
災病院、米子医療セン
ター、博愛病院など、人
口当たりの施設数・病床
数ともに全国平均を上
回る数の病院が所在し
先端医療等が提供さ
れ、また、一般診療所、
医師・看護師も人口当た
りの施設数・病床数ある
いは従事者数も全国平
均を大きく上回るなど、
質・量ともに全国的に優
位性の高い医療技術及
び医療サービスが提供
されている地域であり、
医療環境の充実に加
え、医工連携など産学
金官連携による新事業・
新産業の創出のポテン
シャルも有しています。
このような中で、産学金
官連携のもとに医療環
境の優位性を活かした
地域活性化等への取組
が求められています。

平成27年度から平成
29年度までの期間設
定として実施し、目標
に掲げたKPIを達成し
た。また、関係機関と
の連携を強化すること
で産学官の連携の促
進に向けた機運を醸成
する事も取組みの一つ
としていたが、「中海・
宍道湖・大山圏域市長
会」において、圏域内
での産学・医工連携の
取組みを推進する為
の相談・支援体制を整
備することができた。
以上のことから一定の
成果が得られたと判断
し、当初の計画通り「米
子がいな創生総合戦
略」における事業を平
成29年度で終了した。
平成30年度以降は「米
子がいな創生総合戦
略」としてではなく、「医
療充実都市よなご情報
発信事業」として、引き
続きリーフレットを製作
するだけでなく、「医
療」をキーワードにした
記事を「広報よなご」に
隔月連載し、シビックプ
ライドの醸成を図ること
としている。

１，１２５人
【内訳】
平成２９年度：３
２９人
平成２８年度：３
５６人
平成２７年度：４
４０人

■「先端医療創造都
市よなご」の情報発
信に係るシンポジウ
ム参加人数《累計》
⇒平成２９年度まで
に、１，０００人

次のとおり、シンポジウ
ム「健康で安心して暮
らせる米子のこれか
ら」を開催した。また、
UIJターンをターゲット
にしたリーフレットに医
療・介護環境の充実に
ついての記事を掲載
し、地域の魅力として
PRした。
【シンポジウム】
・開催日：平成29年10
月14日
・会場：米子福祉保健
総合センターふれあい
の里
・内容：
〈午前の部〉ふれあい
健康フェスティバル
〈午後の部〉
□第1部
在宅医療推進フォーラ
ム
□第2部
未来への取組み
【リーフレット】
県外で実施したUIJ
ターン相談会で配布す
るとともに、米子市関
西事務所等、県外にも
設置した。

⇒本市の医療環境
の優位性（医療技術
及び医療サービス
の現状等）を改めて
整理し、これを地域
活性化等に活かす
べき方向性とともに
「先端医療創造都市
よなご」構想として
情報発信（シンポジ
ウム開催）するとと
もに、情報発信に当
たって、関係機関と
の連携を強化するこ
とで産学金官連携
の促進に向けた機
運を醸成します。

都市創
造課

3



ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②仕事の種
（シーズ）づく
りなど産学連
携研究への
支援

○本市に所在する高等
教育機関（鳥取大学医
学部・米子工業高等専
門学校）では、医工連携
など、新事業・新産業の
創出につながる多様な
仕事の種（シーズ）づくり
などに関する研究が行
われています。一方、市
内の企業においては、そ
の発展のため新製品の
事業化、新技術の実用
化などの取組が必要とさ
れています。このため、
いわゆる産学連携によ
り、企業と高等教育機関
とが連携し、先進的・実
験的な製品開発、技術
開発などの共同研究、
委託研究などが活発に
行われるよう、その促進
が求められています。

⇒市内の企業が高
等教育機関と連携し
て行う新製品の事
業化、新技術の実
用化などの研究開
発を支援することに
より、将来的に仕事
を生み出すような仕
事の種（シーズ）づく
りなど産学連携研究
の促進を図ります。

■仕事の種（シー
ズ）づくりなどの共同
研究に対する補助
金交付件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、８件

米子工業高等専門学
校、鳥取大学医学部等
学術研究機関と密な連
携をとりながら、新たな
事業活動を創出するた
めの研究開発・調査等
の情報を収集し、事業
化へ向け支援を行っ
た。

５件（交付決定
件数）
【内訳】
平成２９年度：３
件
平成２８年度：２
件

Ａ 引き続き各教育機関と
密な連携をとりながら、
新たな事業創出のた
めの取り組みを積極的
に支援する。

経済戦
略課

③新産業の
開拓（新規事
業参入・経営
革新）のため
プロフェッショ
ナル人材を
招聘・雇用す
る企業への
支援

○地元企業が、新産業
の開拓（新規事業参入・
経営革新）に取り組もう
とした際、その新たな取
組を支えるプロフェッショ
ナル人材（専門人材）が
地元に不足しています。
一方、都市圏では、専門
人材の中には培ったス
キルを発揮する機会に
恵まれていない者もあ
り、企業とのマッチング
を図る必要性が指摘さ
れています。このような
中で、国（内閣府）では、
プロフェッショナル人材
バンクを設け、スキルの
ある人材を登録し、これ
をニーズにあった企業に
紹介する事業を行って
おり、その地方における
活用の促進が求められ
ています。

⇒国のプロフェッショ
ナル人材バンクを活
用するなど、地元企
業が望む地域外の
専門人材とのマッチ
ングを図り、当該専
門人材のＵＩＪターン
を促進するため、専
門人材を招聘・雇用
する地元企業を経
済的に支援します。

■地域外の専門人
材のUIJターン数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、８人

鳥取県雇用人材局就
業支援課、とっとりプロ
フェッショナル人材戦
略拠点と連携をとりな
がら、新産業の開拓に
意欲的な企業、団体の
情報収集、制度の活用
案内を行なった。

０人 Ｃ 企業側からは、プロ人
材の解釈緩和等の要
望はあるが、当該事業
の目的は、企業の経営
革新や新事業創出を
促し、その効果を地域
の他企業に波及させ
る、地域を牽引する企
業育成にあるため、求
めるプロ人材は、一定
の水準が必要と考えて
いる。また補助期間の
延長（3カ年程度）につ
いての要望も多いが、
こちらも、財政規律の
面から、一定の歯止め
が必要であり、現時点
で補助期間の延長は
予定していない。
　今後は、とっとりプロ
フェッショナル人材戦
略拠点との連携を強化
し、本事業の支援を真
に必要とする企業の情
報収集に一層注力す
るほか、企業訪問をさ
らにすすめ、本事業の
広報を努めることとし
ている。

経済戦
略課

④「よなごエ
ネルギー地
産地消・資金
循環モデル」
の構築への
取組
※達成済

○電気事業法の段階的
な改正により、電力自由
化が推進され、平成２８
年度からは、電気の小
売業への参入の全面自
由化がなされます。従
来、地域内で使う電気な
どのエネルギーに費や
す金額は大きいですが、
その大半は、県外の企
業に流出している状況
にあることから、電力自
由化を契機に、エネル
ギーを地産地消し、資金
循環させることの必要性
が高まっています。

⇒エネルギーの地
産地消・資金循環を
可能にする米子市
モデルの構築への
取組として、まず、
地域内企業を中心
とした「地域エネル
ギー会社」の設立を
図り、その推進エン
ジンとします。なお、
「地域エネルギー会
社」に対しては、初
期投資に係る借入
金等を極力抑え早
期に事業を軌道に
乗せていくため、必
要な支援（出資等）
を行います。

■設立された地域エ
ネルギー会社の数
⇒平成27年度まで
に、１社

１社 経済戦
略課

4Ⅰ
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

⑤農商工連
携・６次産業
化の推進

○経済活動のグローバ
ル化などにより産業構造
の変化が急速に進んで
おり、１次産業の衰退、
中小小売業などの売上
低下、大手小売業者の
地方進出やネット通販な
どの隆盛による市外へ
の資金流出などの傾向
が見られる中で、農林水
産業就業者自らが加工・
製造・流通・販売まで主
体的に取り組む６次産
業化や農林水産業と商
業・工業が連携して商品
開発などに取り組む農
商工連携による新たな
産業の創出が求められ
ています。

⇒意欲ある農林水
産業者、商工業者
等の掘り起こし・取
組促進のため、関
係者（市関係各課、
県、農協、商工会議
所、地銀、若手農業
者の団体等）からの
情報収集を図り、ま
た、商品の販路拡
大のため、商品ごと
にターゲットを絞っ
た販路開拓などへ
の支援を行うことに
より、引き続き、農
商工連携・6次産業
化を推進します。

■新規の農商工連
携・6次産業化の取
組件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１７件
（平成２３年度～平
成２６年度累計：７
件）

農商工連携・６次産業
化の取組を進める事
業者・生産者を対象
に、生産（設備投資に
係る補助）と販路開拓
（商談会等に係る経費
の補助）の両面に支援
を行った。

１３件
【内訳】
平成２９年度：２
件
平成２８年度：４
件
平成２７年度：
実績なし

Ａ 引き続き、関係団体と
密な連携を図り、補助
制度の周知、取組事業
者ごとに販路開拓等へ
の支援を行うこととして
いる。

経済戦
略課

⑥地域おこし
協力隊の活
用による農産
物加工品開
発・販路開拓
への支援

○農家における農産物
の加工品開発・販路開
拓については、今後の
農家のあり方として、ま
た、農業経営の安定化
の面で必要な取組に
なっていますが、米子市
の特産品である白ねぎ
は、調理レシピは数多く
あるものの加工品は少
ないなど、一定のノウハ
ウを必要とする農産物
の加工品開発や販路開
拓は容易には進んでい
ないことから、農家の取
組を支援することが求め
られています。

⇒国の地域おこし協
力隊制度を活用す
ることにより、農家
の加工品開発や販
路拡大を地域と連
携しながら支援しま
す。

■地域おこし協力隊
を活用し、新たに加
工品の開発、販路
の開拓・拡大に至っ
た数《累計》
⇒平成３０年度まで
に、５件

－ － Ｘ （参考）
農産物の６次産業化に
ついては、農業経営の
向上や安定化のため
に有効な取組であると
農業者に理解していた
だくことが肝要であると
考え、まずは、引き続
き、６次産業化に関す
る既存制度や関係機
関等との協力体制など
について、更に周知、
支援を進め、農家の経
営意欲の向上などを
図っていくこととしてい
る。
なお、地域おこし協力
隊などの人材を活用し
た支援策については、
引き続き、研究するこ
ととしている。

農林課

（廃止） 観光課

■大山パワーブラン
ドを推進するための
官民連携ＰＲ事業等
の実施回数《累計》
⇒平成３１年度まで
に、２５回
※状況変化に伴う
修正

地方創生推進交付金
を活用し、鳥取県西部
圏域の特産物、商品等
の展示、販売及び誘客
プロモーションを行う
「大山ワンダー」を実施
した（広島、岡山、米
子）。また、大山をテー
マとした情報発信テレ
ビ番組の制作、放送や
大山ブランド会とタイ
アップしたプロモーショ
ンとして高島屋のふる
さと納税パンフレットに
大山ブランド商品を掲
載しPRした（発送先：
首都圏、関西、東海、
米子）。大阪活性化事
業実行委員会代表理
事を講師に招いた講演
会を開催した。
このほか、民間での取
り組みとして「大山ブラ
ンド」を冠した商品を扱
う事業者で組織する大
山ブランド会において、
同ブランド商品のブー
ス出展を県内外で実施
した。

１７回
【内訳】
平成２９年度：１
４回
平成２８年度：３
回

Ａ 民間事業者と一層連
携を深めながら取組を
強化していくこととして
いる。

観光課

Ⅰ 4

5 ①「大山ブラ
ンド」パワー
ブランド化の
推進

○県西部圏域は、大山
に代表される自然豊か
な観光資源や食資源の
宝庫ですが、全国的な
知名度は高くないのが
現状であり、圏域の知名
度を上げることが大きな
課題です。本市にも、
「大山」をその名称に冠
する民間企業が多数所
在し、圏域の知名度の
向上には、これらの民間
企業と連携した「大山ブ
ランド」のパワーブランド
化が期待されます。

⇒民間企業を中心
とした「大山ブラン
ド」のパワーブランド
化を推進する動きに
連携し、圏域の認知
度向上、観光連携
促進に向けて、官民
が一体となって情報
発信に取り組むな
ど、「大山ブランド」
のパワーブランド化
を推進します。
※状況変化に伴う
修正

5



ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①女性の再
就労につな
がる専門職
資格の取得
促進（人材確
保策の観点
含む）

○女性が出産・育児の
ため離職した後、再就労
を希望しても困難な状況
がある中で、少子高齢
化や労働人口の減少に
より、女性の就労の促進
が人材確保の観点から
も重要となっており、再
就労に向け職業能力の
向上に頑張る女性への
応援が求められていま
す。

⇒女性の再就労に
つながる専門職資
格（厚生労働大臣が
指定する教育訓練
講座などを経て取得
する国家資格、公的
資格又は民間資格）
の取得を促進する
ため、その取得費用
を助成します。

■女性の再就労の
ための専門職資格
取得助成金交付人
数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１２０人

米子市女性の専門職
資格取得助成事業補
助金制度（平成２８年
度創設）について市
ホームページ、広報よ
なご、関係機関へのチ
ラシ配布などにより、周
知を図った。

４２人
【内訳】
平成２９年度：１
６人
平成２８年度：２
６人

Ｂ 関係機関へチラシを配
布するなど、さらに制
度の周知に努め、女性
の専門職資格取得促
進を図り、再就労につ
なげることとしている。

男女共
同参画
推進課

6

Ⅰ 5

②女性の再
就労を支援
する情報提
供の強化

○出産を契機に離職す
る女性が多い中、子育
て環境が安定して再就
労を希望しても、元の職
場に復帰することが難し
い状況があり、一方で、
今後、少子高齢化の進
展に伴う働き手の減少
が見込まれている中で、
企業における人材確保
には、女性の再就労が
欠かせないものとなりつ
つあります。このような
中で、女性の再就労を
支援し、就労機会の拡
大を図ることが求められ
ており、そのためには、
市の取組の情報に加
え、関係行政機関による
就職に関する相談、セミ
ナー情報などの提供、ス
キルアップのための研
修・助成、仕事の紹介、
育休、産休代替職員の
紹介、保育施設の情
報、企業への助成情報
など各種の支援情報の
提供をこれまで以上に
推進していく必要があり
ます。

⇒本市の広報手段
を活用し、関係行政
機関の「マザーズハ
ローワーク」、「レ
ディース仕事ぷらざ
米子」などによる女
性の再就労を支援
する情報提供を強
化します。

⇒淀江地域の農水
産物特産品の情報
発信と販路拡大の
ため、都市部での生
産者が行うプレゼン
テーション（ＰＲ）活
動を支援し、農水産
物の特産品（地域ブ
ランド）化による収入
の安定・地域産業の
振興・移住者の定住
促進を図ります。

○淀江地域には、名水
「天の真名井」に代表さ
れる大山の恵を受ける
素晴らしい農水産物が
あります。とりわけ水産
物では、若い漁師によ
り、淀江漁港の活性化
のため、「淀江がいな
鰆」の特産品化への取
組があり、また、移住し
て漁業に取り組む者もあ
ります。しかしながら、農
水産物の全国的な知名
度が低いことや農家・漁
師の収入の安定が課題
となっています。このよう
な中で、淀江地域で頑
張る若い農家・漁師の農
水産物の特産品（地域
ブランド）化への取組を
支援することにより、農
水産物特産品の情報発
信（ＰＲ）と販路拡大を図
り、農業・水産業への就
業促進と農家・漁師の所
得向上、あるいは移住
者の定住につなげていく
ことが求められていま
す。

②淀江地域
の農水産物
特産品の情
報発信と販
路拡大

■淀江地域の特産
品（地域ブランド）化
数
⇒平成２８年度にお
いて、２品

１品
（平成28年度）

関係機関と連携し、女
性の就労に関する情
報を市の広報手段を
活用して積極的に提供
した。

■女性の再就労を
支援する情報の広
報
⇒関係行政機関と
連携し、市報、市
ホームページなどに
よる広報を強化しま
す。

セミナー等につ
いてのホーム
ページ・チラシ
等における情報
提供の実施

関係機関と連携し、女
性の就労に関する情
報を市の広報手段を
活用して積極的に提供
することとしている。

Ｂ

（参考）
平成28年度に「淀江が
いな鰆」が農林水産省
主催のフード・アクショ
ン・アワード2016に入
賞を果たした。目標で
ある2品特産品化を達
成することはできな
かったが、今後とも継
続して、淀江地域内の
産業振興、地域振興の
支援を行うこととしてい
る。

淀江振
興課

商工課
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①いつまでも
若々しく活躍
する高齢者
等の元気づく
りの促進

○少子高齢化が進展す
る中で、若い世代が安
心して結婚・子育てがで
きるよう、三世帯同居や
近居で相談に乗り、孫の
面倒を見るなど若い世
代を支える高齢者、そし
て、健康で趣味や地域
活動などに生きがいを
感じる高齢者のように、
いつまでも若々しく活躍
する高齢者等の元気づ
くりが重要となっていま
す。また、高齢化に伴う
介護保険給付費の増加
や医療保険の増加への
対応として、高齢者等の
元気づくりは、今後、団
塊の世代が後期高齢者
になる時代を迎える中
で、より重要となってい
ます。

⇒高齢者等自らが
日々のウォーキン
グ、サイクリングなど
で元気づくりに取り
組むよう、市報・市
ホームページで啓
発するとともに、「い
つまでも若々しく活
躍する高齢者等の
元気づくり教室」を
開催し、健康運動指
導士によるマシント
レーニングやラダー
ウォーキングによ
り、高齢者等の体力
の維持・向上を図り
ます。

※「ラダーウォーキン
グ」とは、限られたス
ペースを持つ枠の連
続である「ラダー」を
出入りしながら、多様
な歩行やステップを
経験する中で、中高
齢者に必要な日常生
活活動能力（歩行能
力等）の改善を図るた
めの運動。

■いつまでも若々し
く活躍する高齢者等
の元気づくり教室参
加者人数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１，３８０
人

健康運動指導士の指
導のもと脳の活性化・
手足の運動機能の向
上を目指すラダー
ウォーキングを行っ
た。また、タオルや
ボールを使って、家庭
で出来る手軽な運動を
紹介し、参加者が日頃
から定期的に運動を継
続できるよう促した。
（参考）
開催回数：２０回

７８０人
【内訳】
平成２９年度：２
２１人
平成２８年度：３
０２人
平成２７年度：２
５７人

Ｂ 平成３０年度は鳥取県
の補助金が終了したた
め、事業を中止するこ
ととなった。当面は、長
寿社会課の実施する
「ふらっと、運動体験‼」
への参加を促し、高齢
者の体力の維持・向上
を図ることとしている。

健康対
策課

■健康づくり地域サ
ポーター数
⇒平成３１年度にお
いて、４００人（平成
２６年度：３３７人）

健康寿命の延伸に向
け、次の事業を実施し
た。
①健康づくり地域サ
ポーター市主催でサ
ポーター養成のための
研修（基礎編・スキル
アップ編）を実施した。
また、県主催のご当地
体操研修会にサポー
ターと共に市も参加し
た。
②「よなＧＯ！ＧＯ！体
操」公民館の健康講
座、保健推進員研修会
等での実施や、サポー
ターによる各地域のサ
ロン活動、公民館祭等
での実践により更なる
普及に努めた。

２８７人

【参考】
平成２８年度：２
７３人
平成２７年度：３
０６人

Ｃ 毎年、基礎編、スキル
アップ編として研修を
開催しており、一人ひ
とりのスキルは向上し
ている。
新規の地域サポーター
もあるが、高齢化によ
り辞めるサポーターの
方が多い。サポーター
を増やすにあたって、
一過性ではなく、継続
的な活動につなげてい
くために、サポーター
から知り合いに声をか
けてもらうなどの勧奨
を行うこととしている。

長寿社
会課

■体操実践会場数
（健康づくり・やって
未来や塾）
⇒平成３１年度にお
いて、３９会場（平成
２６年度：２７会場）

③「健康づくり・やって
未来や塾」
自主的に活動している
地域の集まりに健康運
動指導士を派遣し、体
操等の支援により健康
づくりの推進に繋がる
よう取り組んだ。

２９会場

【参考】
平成２８年度：２
６会場
平成：２７年度：
２３会場

Ｂ 引き続き、健康運動指
導士の関与により、自
主活動が継続するよ
う、それぞれの集まり
の実態、要望に合わせ
て必要な運動指導を行
うこととしている。また、
実施会場の増加に向
けて、ふれあいいきい
きサロンでの試行実施
や、地域での介護予防
教室等で住民の意識
を高め、地域包括支援
センターと協力して
キーマンの発掘と立上
げ支援に努めることと
している。

長寿社
会課

■認知症予防プロ
グラム利用者数《年
間》
⇒平成３１年度にお
いて、９５人（平成２
８年度：６５人）
※KPIの追加

認知症予防プログラム
のサービスを実施し、
運動機能向上を中心
に個々のニーズにあっ
た予防サービスを提供
し、自宅での生活リズ
ムの改善を図った。な
お、通所型介護予防事
業以外にも、広く市報
で募集した 「認知症予
防プログラム」教室や、
「認知症予防リーダー
養成講座」も認知症の
人と家族の会への委
託により実施した。

８６人 Ａ 引き続き、通所型介護
予防事業に加えて認
知症予防プログラムを
実施し、運動機能向上
を中心に個々のニーズ
に対応した予防サービ
スを提供することとして
いる。、

長寿社
会課

7Ⅰ

○平均寿命の延びに伴
い、健康寿命との差が
開くことにより、介護保
険要支援・要介護認定
者が増加傾向にあり、ま
た、介護予防への取組
が必ずしも十分とは言え
ないことから、早い時期
からの介護保険サービ
スの利用も増え、介護給
付費の増大を招いてい
ます。これらのことから、
高齢者等の家庭や地域
での活躍を促進する観
点からも、健康寿命の延
伸に向けた介護予防、フ
レイル対策事業を展開
していく必要がありま
す。さらに、認知症の方
も増加していることから、
認知症施策も併せて一
層推進していく必要があ
ります。
※「フレイル」とは、身体
的・精神的・社会的な要
素から起こる複合的な
衰え（虚弱）の状態のこ
と。

⇒次に掲げる取組
を行います。
ア　平均４歳の若返
りへの期待が実証さ
れている「よなＧＯ！
ＧＯ！体操」の更な
る普及に、その活動
により仲間づくり、社
会参加の促進、地
域での連携を期待
できる「健康づくり地
域サポーター（よな
ＧＯ！ＧＯ！体操普
及員）」の養成を図
りつつ取り組みま
す。また、「よなＧ
Ｏ！ＧＯ！体操」も
活用した市民の自
主的な活動である
「健康づくり・やって
未来や塾」を支援し
ます。
イ　認知症への理解
を深めるための普
及啓発、認知症予
防事業等に取り組
みます。
※施策の追加

②健康寿命
の延伸等に
向けた事業
展開
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

Ａ

Ｘ－

５地域
※実施地域
・巌地区
・成実地区
・和田地区
・河崎地区
・富益地区

【参考】
平成２８年度：３
地域

会場数が増える一方
で、
サービス事業所の送
迎車輌の確保が難しく
なってきている（本来の
デイサービス送迎時間
と重なる）ため送迎に
係る体制を再検討する
こととしている。
また、買物時の付き添
いとして、地域住民ボ
ランティアの協力を得
ながら実施している
が、毎回の付き添いボ
ランティアの確保に苦
労している現状もあり、
住民の協力体制に対
し後方支援する検討も
行うこととしている。

■アクティブ・シニア
の人材活用のあり
方の検討
⇒早期に検討し、米
子市版ＣＣＲＣの推
進を図ります。

7Ⅰ

④米子市版
ＣＣＲＣの推
進に向けた
取組（本市在
住者を含め
たアクティブ・
シニアの人
材活用の推
進とその移
住定住施策
との連携）

○国は、地方移住の一
環として、アクティブ・シ
ニアが退職後に地方へ
移住する「日本版ＣＣＲ
Ｃ」を検討し、モデル事
業の実施を経て全国展
開するとしています。本
市は、医療・介護の環境
が全国平均に比較して
充実しており、ＣＣＲＣを
推進していく適地である
との評価も一部にありま
すが、高齢化の進展に
より今後さらに医療費・
介護費の財政負担の増
加が見込まれる中で「日
本版ＣＣＲＣ」により将来
高齢者となるアクティブ・
シニアの移住を受け入
れていくことには、国に
よる財政措置を含む具
体的な制度設計を見定
め、そのメリット・デメリッ
トの総合的な判断が必
要とされます。アクティ
ブ・シニアの地方移住
は、人口減少対策、優
良な技術者の企業への
人材供給などが期待さ
れますが、一方で、現に
本市に在住するアクティ
ブ・シニアの人材活用も
重要であり、移住施策で
ある「日本版ＣＣＲＣ」に
かかわらず、本市在住
者を含むアクティブ・シニ
アの人材活用の検討が
必要です。

※「ＣＣＲＣ（Ｃontinuing Ｃ
Ａre Retirement Ｃ
ommunity）」は、都会の高
齢者が地方に移り住み、
健康状態に応じた継続的
なケア環境の下で、自立し
た社会生活を送ることが
できるような地域共同体。

⇒米子市版ＣＣＲＣ
の推進に向けた取
組として、本市在住
者を含めたアクティ
ブ・シニアの人材活
用のあり方をハロー
ワーク、県（技術人
材バンク・シニアバ
ンク）、シルバー人
材センターなどの取
組との連携を踏まえ
検討し、推進すると
ともに、別途整備す
ることとしている移
住者向けの空き家
情報バンクなど移住
定住施策との連携
を図ります。なお、
「日本版ＣＣＲＣ」に
ついては、国・県の
モデル事業のほか
他都市の取組事
例、国による財政措
置を含む具体的な
制度設計の動向に
関し研究を進めつ
つ、本市への適用
可能性について適
切な時期に判断しま
す。

－ （参考）
アクティブ・シニアの人
材活用のあり方の検討
及び移住定住施策と
の連携については、今
後、米子市生涯現役促
進協議会、県立ハロー
ワークなどと連携し、そ
れらの高齢者雇用、ボ
ランティア促進等の施
策の情報を本市の移
住定住施策の情報とと
もに移住者等に提供す
る仕組みを構築しつつ
ある状況である。
また、「日本版ＣＣＲＣ
（生涯活躍のまち）」の
本市への適用可能性
については、引き続
き、国のモデル事業の
取組や他の先進地の
事例を参考にしつつ、
既存の移住施策や地
域包括ケアシステムの
進捗状況を踏まえなが
ら総合的に検討するこ
ととしている。

生活支援型介護予防
事業（ショッピングリハ
ビリ）を実施した。

・買い物等の生活に必
要な体力づくりと、買い
物行為の中で自分で
買うものを把握し、商
品を選び、支払いをす
る、という認知行動を
遂行することで、認知
機能向上を図り、生活
の質の向上（QOL）に
繋がるよう取り組ん
だ。
・事業参加者57名（男
性　5名、女性52名）
・平均年齢83.6歳
・支援実施頻度は、会
場によって様々だが、
１回／２週もしくは、１
回/１週。

○実施地域において、
買い物支援の希望者
を地域包括支援セン
ターが訪問し聞き取り
把握。
○実施地域の自治会
等の協力も得ること
で、地域づくりも視野に
実施している。

■買い物支援モデ
ル事業実施地域数
⇒５年後（平成３１年
度）までに、５地域

○我が国では、少子高
齢化や過疎化等の社会
情勢の大きな変化に伴
い、小売店舗や交通機
関等の日常生活に不可
欠な生活インフラが弱体
化し、いわゆる買い物弱
者が発生している地域
があると言われていま
す。国においては、この
ような買物弱者の問題
を解決するためには、流
通事業者や地方自治体
等の地域の主体が連携
して対応する事業（宅
配、移動販売、地域のコ
ミュニティ活動との連携
等）が実施されることが
重要との考えが示され
ています。本市は、比較
的、交通インフラは維持
されているものの、小売
店舗の閉店が進む地域
もあり、独居あるいは高
齢者のみの世帯を中心
に日々の買い物に不便
を感じている者が存在し
ているものと見受けら
れ、このような中で、宅
配、配食等のサービスを
行う事業者も増えていま
すが、高齢化の進展に
より、今後、買い物弱者
の増加が見込まれるこ
とから、買い物弱者への
支援に向けた仕組みづ
くりが求められていま
す。

③買い物弱
者への支援
に向けた仕
組みづくり

⇒買い物弱者の実
態・必要な支援を把
握するとともに、民
間で行われている
移動販売、宅配など
買い物支援に利用
できる資源を調査し
ます。その結果に基
づき必要な支援を
検討し、可能な地域
で「買い物支援モデ
ル事業」を実施しま
す。

長寿社
会課

総合政
策課
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

7 ⑤高齢者が
社会で活躍
することがで
きる環境整
備

○国は、少子・高齢化が
進展する中、健康で意
欲と能力がある限り年齢
にかかわりなく働き続け
ることができる生涯現役
社会の実現に向けた取
組を進めています。近
年、本市においても高齢
化が進展し、平成２７年
度で高齢化率26.7％と、
４人に１人が高齢者とい
う状況になっており、高
齢者の雇用・就業の促
進と生きがいの創出が
課題となっています。

⇒高齢者が社会で
活躍することができ
る環境整備の方策
について検討するた
め、行政、経済団
体、社会福祉法人
などの関係機関で
連携し、協議会を設
置します。

■高齢者が社会で
活躍することができ
る環境整備の方策
を検討するための協
議会の設置
⇒平成２８年度にお
いて、協議会を設置
します。

「米子市生涯現
役促進協議会」
の設置（平成２
８年９月５日）

商工課

①まちづくり
活動支援交
付金の拡充
（地方創生枠
の創設）

○本市は、市民団体な
どの主体的・継続的なま
ちづくりへの取組を促進
するため、「まちづくり活
動支援交付金」により、
その活動を支援していま
す。平成２６年に「まち・
ひと・しごと創生法」が制
定され、国・都道府県・
市町村は、少子高齢化
の進展に伴う人口減少
対策、少子化対策など、
いわゆる地方創生に取
り組むこととされました。
地方創生は、国民全体
の大きな課題であり、市
民団体など多様な主体
とも連携・協力しながら
取り組んでいく必要があ
ることから、市民団体等
のさらなる活躍が期待さ
れます。

⇒まちづくり活動支
援交付金において
地方創生枠（子育て
支援に関するもの、
その活動が高齢者
を中心とするものの
ほか、地方創生の
推進に特に資する
活動を優遇）を創設
し、拡充することに
より、市民団体等の
活躍をさらに促進し
ます。

■まちづくり活動支
援交付金交付決定
団体数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、１７件
（平成２６年度：９件）

市民団体などへの主
体的・継続的なまちづ
くりへの取組を促進す
るため、「まちづくり活
動支援交付金」による
支援を実施した。
・応募期間：
平成２９年４月３日～４
月２８日
平成２９年８月１日～８
月１６日（再募集）
・申請に関する問合
せ：
６件
・申請団体：５団体
※審査会（プレゼン
テーション）を開催し、
交付団体を決定した。

４件（団体）

【参考】
平成２８年度：７
件
平成２７年度：５
件

Ｃ 本制度に対する住民
のニーズ等を把握・分
析することにより、本事
業が、市民による公益
活動への支援方策とし
て時代のニーズ等に適
合しているか否か等に
ついて再点検し、その
結果を踏まえて制度再
構築に向けた考え方を
とりまとめることとして
いる。

地域振
興課

②地域づくり
活動の好事
例の横展開
※施策の追
加

○社会構造等の変化に
伴い、個々の価値観や
ライフスタイル、地域と
のかかわり方が変化し、
市民ニーズは複雑多様
化しており、行政だけで
は全ての課題に対応す
ることが困難な状況と
なっています。このよう
な中、車尾地区や永江
地区においては、自治
会をはじめとする地域自
治組織などが中心とな
り、地域課題の解決の
ため、地域活動に取り組
んできました。地域の自
治活動を推進していくた
めには、両地区で実践さ
れている地域づくり活動
を好事例として他の地域
にも広めていく必要があ
ります。

⇒両地区で実践さ
れている地域づくり
活動をもとに作成し
た「地域づくりマニュ
アル」を活用するこ
となどにより、好事
例を他地区に啓発
し、横展開を図って
いきます。

■「地域づくりマニュ
アル」などを活用し
て地域づくりに取り
組む地区数
⇒平成３１年度にお
いて、１０地区

－ － Ｘ － 地域振
興課

③移住者支
援を目的とす
る組織・団体
の設立に向
けた取組

○県内他市町村では、
地域住民等がＮＰＯ等を
設立し、空き家の掘り起
こし・提供や地域住民と
のマッチングなど地域に
密着した移住定住を促
進する活動を行ってお
り、移住者の受け入れと
定着に大きな役割を果
たしています。本市にお
いてもこうした団体等の
設立を促進するとともに
活動を支援し、連携して
移住定住を推進すること
が必要です。

⇒移住希望者や移
住者の受入を支援
する地域組織・団体
の設立を促進し、そ
の活動を支援しま
す。

■移住者支援を目
的とする組織・団体
の設立数
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１団体

平成２９年９月に移住
者・移住希望者・移住
支援者の交流会を市
主催で開催するなど、
前年度に引き続き移住
者支援を目的とする組
織・団体の設立に向け
た機運の醸成に取り組
んだ。平成２７年度に
発足した任意団体「ほ
わっとよなご応援隊」
の移住者支援団体とし
ての組織化を目指し、
来年度実施の移住体
験ツアー実施に向け、
連携を深めた。

０団体 Ｃ 新規移住者支援団体
の設立促進について
は、引き続き移住者等
との交流会を開催する
など設立機運の醸成を
図るとともに、設立意
志を持つ者の掘り起こ
しを行う。活動支援に
ついては、「ほわっとよ
なご応援隊」の主要メ
ンバーの意見聴取を
継続して行い、その活
動を促進するため、具
体的な支援方法につ
いて検討することとして
いる。

総合政
策課

Ⅰ
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①認定農業
者・新規就農
者・親元就農
者など多様な
担い手の育
成・確保

○農家の高齢化や後継
者不足、農産物の価格
の低迷や荒廃農地の増
加の問題など農業を取
り巻く環境は引き続き厳
しい状況にあり、今後、
農業を持続的に発展さ
せ、次世代につないでい
くためには、多様な担い
手を育成・確保する必要
があります。

⇒引き続き、既存の
関係事業（主に国・
県事業）を着実に実
施することにより、
認定農業者・新規就
農者・親元就農者な
ど多様な担い手を
育成・確保します。

※「既存の関係事
業」は、経営所得安
定対策における直
接支払い交付金事
業・収入減少影響緩
和加算、融資制度、
がんばる農家プラン
事業、青年就農給
付金、就農条件整
備事業、就農応援
交付金、親元就農
促進支援交付金、
担い手規模拡大事
業費補助金　など

■農業の多様な担
い手の数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１７９経
営体（平成５年度～
平成２６年度累計：１
２９経営体）

既存の関係事業を適
切に実施するほか、多
様な担い手の確保、特
に高齢化による認定農
業者の減少を食い止
めるため、高齢者の認
定期間満了時における
更新促進に取り組ん
だ。

１３１経営体
（参考）
新規：７経営体
・認定農業者：３
・新規就農者：３
・法人：１
【内訳】
平成２８年度：１
２７経営体
平成２７年度：１
３０経営体

Ｃ 新規の認定農業者や
認定新規就農者を確
保する一方で、高齢と
なった認定農業者が更
新手続きを辞退する割
合が高く、全体の経営
体数の増加は進んで
いない。
認定新規就農者の認
定農業者へのステップ
アップや企業の新規参
入を支援することとし
ている。

農林課

②移住定住
を伴う就農に
対する総合
的支援（情報
発信、環境整
備、就農条件
整備等）

○農業の後継者不足や
高齢化への対応は、地
域農業の活性化を図る
上で大きな課題となって
おり、農業の多様な担い
手づくりの一環として、
移住定住による就農の
促進が求められていま
す。その促進に当たって
は、移住定住を伴う就農
を促す情報発信、新規
就農者の環境整備、就
農条件整備などが必要
とされます。

⇒移住定住を伴う
就農に対する総合
支援として、移住定
住を伴う就農を促す
情報発信を行うとと
もに、国・県の支援
施策も活用しなが
ら、新規就農者の住
居及び作業小屋を
確保する環境整備、
また、就農応援交付
金の拡充による経
済的支援など就農
条件整備等を行い
ます。

■移住定住（ＵＩＪ
ターン）による新規
就農者《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、４２人
（平成２３年度～平
成２６年度累計：２２
人）

パンフレットの配布など
により情報発信を行っ
た。
また、環境整備や就農
応援交付金の拡充な
どによる定住支援につ
いても周知を行い、拡
充の対象となった新規
就農者の事業利用を
図った。

２４人

（参考）
離農２人

県外から移住し
た認定新規就
農者はなし。

Ｃ 引き続き、情報発信と
事業の適切な運用に
取り組むこととしてい
る。

農林課

■お試し「農的生
活」の体験者（世帯）
数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１６世帯

農林課

■お試し「農的生
活」の体験者（世帯）
のうち移住に結びつ
いた数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、８世帯

農林課

④小中学生
などに対する
農業体験機
会の提供

○農業の後継者不足や
高齢化への対応は、地
域農業の活性化を図る
上で大きな課題となって
おり、農業の多様な担い
手づくりの一環として、
小中学生を中心とした
若い世代に農業に関心
を持ってもらい、将来の
農業従事者の育成につ
なげていくことが求めら
れています。また、近
年、周辺に農地が少な
い地域の子供たちを中
心に、農業や農作物に
ふれる機会が少なくなっ
ているものと見られ、農
業や農作物への意識付
けが、食育の観点からも
必要となっています。

⇒地域において農
作業体験を実施す
る団体を支援するこ
とにより、小中学生
などに対する農業体
験機会を提供しま
す。

■農作業体験を実
施した団体数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、３０団体

- - Ｘ 農林課

Ⅰ 9

○農業の後継者不足や
高齢化により、農業の多
様な担い手づくりや荒廃
農地の問題への対応が
課題となっている中、都
会で住む人の中には、
田舎で農業をしながらス
ローライフを営みたいと
考える者があることか
ら、本市における農的な
スローライフのメニュー
を提供し、新規就農の可
能性、農地の有効活用
につなげていく必要があ
ります。

⇒都市圏等の農的
なスローライフを求
める者に対し、住居
と農地の提供及び
営農指導をセットに
した農的生活の支
援制度を構築し、お
試し「農的生活」を
支援します。

③お試し「農
的生活」の支
援（住居と農
地の提供）
※平成２８年
度限り計画
廃止
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

⑤弓浜地域
における農業
基盤整備・荒
廃農地対策
の推進

■弓浜地域の農業
基盤整備の調査検
討
⇒早期に結論を得
ます。

地元説明会の開催
及び意向調査の実施
＜説明会＞
３回
参加者　５４名

＜意向調査＞
回答者５７/１０５名
賛成　４０/５７名

説明会開催
意向調査実施

Ｂ 意向調査の回答がな
い方への個別の聞き
取りを行うなど地元の
意向の集約を進めると
ともに、地元推進体制
の組織化を支援するこ
ととしている。

農林課

■弓浜地域におけ
る荒廃農地の面積
⇒平成３１年度にお
いて、６６hＡ（平成２
８年度：９６hＡ)

農地中間管理事業を
主体とした担い手への
農地集積による荒廃化
抑制や解消のほか、企
業のＣＳＲ（社会貢献）
活動を活用した荒廃農
地解消にも取り組ん
だ。

８２ｈＡ
※対前年度△１
４ｈＡ

Ａ 引き続き、荒廃農地解
消に向けて複合的に
取り組むこととしてい
る。

農林課

⑥農業分野
における外国
人労働力の
活用（国家戦
略特区の地
域指定）
※施策の追
加

○地域の農業振興の牽
引役でもある認定農業
者や新たな担い手となる
新規就農者などの農業
経営の規模拡大に伴い
労働力の確保が課題と
なっています。こうした
中、平成29年6月に国家
戦略特別区域法及び構
造改革特別区域法の一
部が改正されたことによ
り、特区の地域指定を受
けられれば、農作業等を
行う一定水準以上の技
能等を有する外国人の
入国・在留が可能となり
ました。

⇒農業分野におけ
る外国人労働者の
雇用を行うことが可
能となる国家戦略特
区の地域指定を受
け、労働力の確保を
図ります。

■国家戦略特区の
地域指定に向けた
取組
⇒近隣の境港市・大
山町とも連携し、国
家戦略特区の地域
指定に向けて取り組
みます。

境港市、大山町との連
名で特区提案書を内
閣府地方創生推進事
務局へ提出（H29.12.4）
提案に伴う特区ＷＧの
ヒアリングへ市長が出
席（H30.2.21）

- Ｂ 既に特区となっている
新潟市、愛知県、京都
府で平成30年3月9日
に農業分野の外国人
労働者受け入れが了
承されたが、新たな地
域指定はされていな
い。
政府は、新たな在留資
格を創設して外国人労
働者を受け入れる法改
正を目指しており、この
中には当地域が提案
した技能実習修了者も
受入れ対象とすると報
道されており、当面は、
入国管理法改正の動
きに注目していくことと
している。

農林課

■移住セミナー参加
者数
⇒平成２７年度にお
いて、１００人

総合政
策課

■移住体験ツアー
参加者数
⇒平成２７年度にお
いて、２０人

総合政
策課

Ⅰ 9
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⇒次に掲げる取組
を行います。
ア　弓浜地域の農
地の再生及び荒廃
農地の解消を目指
し、農業基盤整備に
向けた調査検討を
行い、その結果に基
づき、農業基盤整備
の事業化を図りま
す。
イ　農地の有効利用
に欠かせない基盤
整備事業や農業振
興のための新たな
農産物の普及、農
機具メーカーとの連
携など複合的な施
策により、荒廃農地
の解消に取り組み
ます。
※施策の追加

（参考）
平成２７年度の取組
は、地方創生先行型交
付金を活用し、単年度
の取組として計画した
ものである。
今後の同様の取組は、
市単独の取組に限ら
ず、鳥取県西部圏域で
連携した移住定住の
取組を含め模索してい
くこととしている。
その他、次のとおり既
存の施策に取り組み、
さらに移住定住促進を
図ることとしている。
・移住セミナー等の参
加者に対するフォロー
アップ
・移住定住相談員によ
るきめ細かな相談対応
・「お試し住宅」の利用
促進
・（公財）ふるさと鳥取
県定住機構が開催す
る東京・大阪での各種
相談会への参加
・ホームページ等によ
る市の魅力・暮らしや
すさの情報発信
・移住者・移住希望者・
移住支援者の交流会
の開催
・移住者向けの空き家
情報バンクの運営
・住宅取得支援制度の
運営

○弓浜地域の畑作地帯
は野菜等の生産地とし
て、主に白ねぎ、にんじ
ん、葉たばこ等の生産
が行われていますが、
全体的にほ場一区画が
小さく、農業基盤整備が
進んでいないことから規
模拡大が難しく、担い手
不足と相まって、荒廃農
地が多数発生しており、
担い手の確保、荒廃農
地の解消が課題となっ
ています。とりわけ米子
鬼太郎空港―米子市街
を結ぶ県道米子境港線
の沿線、ＪＲ境線沿線な
ど観光客の目に触れる
地域において多くの荒廃
地があり、早急な対策が
必要です。

○平成２６年に国が実
施した東京在住者の移
住意向調査では、都市
在住者の田舎暮らしや
ふるさと回帰志向が高
まっているとされており、
このような状況を好機と
とらえ、東京のほか都市
圏等県外に向けた移住
定住に係る情報発信を
さらに強化する必要があ
ります。

⇒都市圏等県外に
向けた移住定住に
係る情報発信を強
化します。（移住セミ
ナー・移住体験ツ
アーの実施）

①移住定住
に係る情報
発信の強化
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②移住者か
らの相談窓
口のワンス
トップ化とき
め細かな生
活情報の提
供

○本市への移住の促進
と移住後の定着につな
げるため、移住希望者
や移住者から寄せられ
る様々な相談に対して、
ワンストップで対応する
窓口と、関係部署・関係
機関との連携体制を構
築する必要があります。

⇒移住者からの本
市で生活する上で
の様々な相談に対
応するワンストップ
サービス体制を構
築するとともに、き
め細かな生活情報
を提供します。

■移住希望者及び
移住者からの相談
件数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、３００
件（平成２６年度：１
０２件）

前年度に引き続き、
「米子市移住定住相談
窓口」において、移住
定住相談員を中心に、
移住希望者からの就
職、子育て、医療、高
齢者サービス、住宅な
どに関する相談への対
応、その他生活情報の
提供をワンストップ
サービスで行うよう、随
時、関係部署・関係機
関との連携を図った。

３１７件
（内訳）
・窓口での新規
相談件数：１９９
件
・イベントでの新
規相談件数：５
２件
・継続相談件
数：６６件

【参考】
平成２８年度：２
９４件
平成２７年度：２
９２件

Ａ 引き続き、ワンストップ
サービスよる移住者か
らの相談への対応、き
め細かな生活情報の
提供に努めることとし
ている。
また、移住希望者の移
住先での仕事について
問い合わせを受けるこ
とが多いので、地元企
業とのマッチングを図
るため、関係機関との
連携をさらに深めるこ
ととしている。

総合政
策課

③移住希望
者に対する
住宅情報の
提供（空き家
情報バンクの
整備）

○移住希望者のニーズ
が高い一戸建て等の借
家・売家の情報をイン
ターネット等で移住希望
者に広く提供すること
で、移住定住の実現性
を高める必要がありま
す。

⇒空き家情報バンク
を整備・運営するこ
とにより、活用可能
な空き家の掘り起こ
しを行い、移住定住
相談で活用するとと
もに移住定住専用
サイト等で全国に情
報発信します。

■空き家バンク登録
物件に移住した件
数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、４０件

空き家情報バンク登録
申請者の事情を詳細
に聴き取った上で、可
能な限り希望に沿うよ
う、公益財団法人鳥取
県宅地建物取引業協
会西部支部の協力を
得ながら登録を行っ
た。

１件
【内訳】
平成２９年度：１
件
平成２８年度：０
件
（参考）
空家バンク登録
件数
平成２９年度：５
件
平成２８年度：１
件

Ｃ 他部署と連携を行い、
空き家保有者へ空き家
情報バンク制度のＰＲ
を引き続き行うととも
に、公益財団法人鳥取
県宅地建物取引業協
会西部支部の協力を
得て、登録の促進を図
ることとしている。

総合政
策課

④お試し住
宅の利用促
進

○平成２６年度から「お
試し住宅（移住体験住
宅）」を3棟運営していま
すが、さらに利用者数の
増加を図り、本市への移
住定住を推進する必要
があります。

⇒お試し住宅の利
用促進に資する情
報発信と利用者の
アンケート等に基づ
く機能の充実・強化
を図り、本市への移
住定住を推進しま
す。

■お試し住宅利用
率《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、７０％
（平成２６年度２ヶ月
分：４４．６%）

お試し住宅の情報発
信として、案内チラシを
ふるさと納税返礼品の
送付の際に同封した
り、お試し住宅の記事
を移住関連雑誌への
掲載を行った。また、
移住定住相談窓口で
の移住相談において
や、移住相談会等に参
加する際に、積極的に
ＰＲした。また、田舎暮
らしのニーズを持って
いる移住希望者のた
めに、家庭菜園を作成
し、収穫体験等を行っ
ていただいた。
なお、お試し住宅の利
用者へのアンケートの
実施結果では概ね好
評であり、現時点にお
いて、小規模修繕を
行ったほかは、直ちに
機能の充実や強化を
図るべき点は認められ
なかった。

５４．９％
(利用者数：５２
人）

【参考】
平成２８年度：６
４．４％
平成２７年度：６
０．１%

Ｃ 引き続き、お試し住宅
の情報発信に努めると
ともに、自転車を備え
付けるなど、利用者の
ニーズにきめ細やかに
対応していくこととして
いる。

総合政
策課

⑤県外から
の移住者に
対する住宅
取得等経費
の助成

○本市では、移住者の
移住を経済的に支援す
る制度がなく、移住希望
者に対するインセンティ
ブ（動機付けするもの）
が不足しています。他都
市においては、移住者
の移住に要する費用負
担を軽減するなどの助
成制度があり、本市にお
いても助成制度の創設
が必要です。

⇒移住者の住宅取
得や改修等に要す
る経費への助成制
度の創設（子育て世
帯や三世代同居な
どへの優遇を検討）
により、本市への移
住定住の推進と移
住者の定着を図りま
す。

■住宅取得等助成
制度を利用して移住
した件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、４０件

相談窓口で案内するな
ど、当該制度の紹介を
行い、移住定住の推進
を図った。

２３件
【内訳】
平成２９年度：１
９件
平成２８年度：４
件

Ａ 引き続き、当該制度を
適切に運用し、本市へ
の移住定住の推進と
移住者の定着を図るこ
ととしている。

総合政
策課

Ⅱ 1

12



ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②新規学卒
者に対する
移住就労支
援（奨学金利
子助成）

○本市においては、大
学などへの進学のため
に転出した若年者のふ
るさと回帰が少ないた
め、若い世代において大
きな転出超過になってお
り、また、地元企業も若
年者の人材不足のた
め、生産性の向上など
の取組が困難になって
います。このことから、本
市出身者のふるさと回
帰を含め大学等卒業者
の本市への移住就労を
促進していくことが求め
られています。

⇒大学等卒業者の
移住就労の支援とし
て、奨学金返還額
の利子相当分を助
成します。

■奨学金利子助成
対象者数（移住就労
者数）《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、５５０人

大学等卒業者の移住
就労の支援として、奨
学金返還額の利子相
当分を助成した。

２９人
【内訳】
平成２９年度：９
人
平成２８年度：１
０人
平成２７年度：１
０人

Ｃ 引き続き、奨学金返還
額の利子相当分の助
成を実施することとし
ている。

商工課

（参考）
平成２７年度の制度利
用実績を踏まえ、事業
継続の是非について
検討した結果、大幅な
改善・見直しが必要で
あると判断したため、
当該助成制度は平成
２８年度から中止して
いるところである。
なお、鳥取・島根両県
の取組が充実している
状況であることから、
平成２９年度から「合
同就職ガイダンス」の
開催は見合わせ、今後
は就職情報の提供を
含め両県の取組に協
力していくこととしてい
る。

－

０社

【参考】
平成２８年度：３
社
平成２７年度：２
社

商工課

商工課

⇒次に掲げる取組
を行います。
ア　中海圏域の周
辺都市（松江市・安
来市・境港市）と連
携して実施する「合
同就職ガイダンス」
への参加を促進す
るため、本市出身者
の参加に要する交
通費相当額を助成
します。
イ　中海圏域の周辺
都市（松江市・安来
市・境港市）と連携し
て運営する「中海圏
域就職ナビ」登録企
業（本市内にある事
務所・営業所など）
で実施するインター
ンシップに要する交
通費相当額を助成
します。
ウ　就労に伴う本市
への転入者に対し
て引越し費用相当
額を助成します。

⇒次に掲げる取組
を行います。
ア　地元企業に働き
かけ、インターンシッ
プ実施企業を開拓し
ます。
イ　本市出身の大学
等卒業予定者に対
し、本市及び本市周
辺の企業ニーズを
含めたインターン
シップ情報を中海圏
域の周辺都市（松江
市・安来市・境港市）
と連携して運営して
いる情報サイトで発
信します。
ウ　県が実施する就
業支援事業の周知
を図ります。

　これまでの圏域４市
で取り組む「中海圏域
就職ナビ」による支援
効果を再検討し、一般
求職者向け求人支援
サイトを統合し、支援
の取組の変更した。
　また、島根大学が主
催する「しまね大交流
会」に協賛し、地元企
業のニーズや情報の
発信の支援を行った。

■インターンシップ
実施企業数（中海圏
域）
⇒５年後（平成３１年
度）において、５０社
（平成２６年度：４社）

○本市においては、大
学などへの進学のため
転出した若年者のふる
さと回帰が少ないため、
若い世代において大き
な転出超過になってお
り、また、地元企業も若
年者の人材不足のた
め、生産性の向上など
の取組が困難になって
います。このことから、本
市出身者のふるさと回
帰を含め新規学卒者の
本市への移住就労につ
ながる就職活動への支
援が求められています。

Ｘ①新規学卒
者に対する
就職活動支
援（交通費助
成）・移住就
労支援（引越
し費用助成）

○本市においては、大
学などへの進学のため
に転出した若年者のふ
るさと回帰が少ないた
め、若い世代において大
きな転出超過になってお
り、また、地元企業も若
年者の人材不足のた
め、生産性の向上など
の取組が困難になって
います。このことから、本
市出身の大学等卒業予
定者の地元企業への就
労を促進していくことが
求められており、このた
め、地元企業へのイン
ターンシップ受入れの促
進が必要とされていま
す。さらに、平成２６年度
から就職活動の解禁が
３月に繰り上げられ、活
動期間が短くなったこと
によって、大学等卒業予
定者が効率的に就職活
動することから、インター
ンシップなどの情報発信
の充実を図る必要があ
ります。

Ｃ

Ⅱ 2 ■合同就職ガイダン
スへの本市出身者
の参加数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、１４２
人（平成２６年度：４
２人）

③地元企業
へのインター
ンシップ受入
の促進

-

引き続き、中海圏域４
市が連携し、インター
ネットによる地元企業
の情報発信や地元の
大学、高専と協力して
事業を進めていくことと
しているが、鳥取島根
両県の取組が充実して
いるため、圏域４市とし
てのインターンシップ
事業は当面実施しない
方針としている。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

④本市職員
採用における
本市出身社
会人Ｕターン
枠の創設

○人口減少抑制の一環
として、大学進学等によ
り東京圏・関西圏を中心
に市外に転出した本市
出身者のふるさと回帰
（Ｕターン）を促進するこ
とが課題となっており、
今後、市内企業におけ
る本市出身者のＵターン
につながる従業員採用
への取組も期待されると
ころですが、市内の事業
所の一つである本市とし
ても、率先して本市出身
者のＵターンにつながる
職員採用に取り組むこと
が求められています。

⇒培った社会人とし
ての能力をふるさと
米子で発揮してもら
うべく、本市職員採
用において、本市出
身社会人Ｕターン枠
を創設します。

■新たな社会人枠
による採用者数《累
計》
⇒平成２９年度（翌
年度４月１日）まで
に、１５人程度

インターネット上の就
職ナビゲーションへの
登録や他団体の採用
等の情報収集に努め、
人物重視による試験を
実施することにより新
規採用することができ
た。

１２人
【内訳】
平成２９年度：４
人（Ｉ・Ｊターン含
む民間企業経
験者枠）
平成２８年度：３
人
平成２７年度：５
人

Ａ 平成３０年度以降は採
用試験全体の申込者
の減に対応すべく、民
間企業経験者枠を含
め、年齢上限を含めた
要件等の検討を行うこ
ととしている。

職員課

■都市圏等の高等
教育機関との交流
連携協定の締結
⇒平成２７年度にお
いて、関西学院大学
人間福祉学部との
交流連携協定を締
結します。

平成２７年１１
月２９日に関西
学院大学人間
福祉学部との
連携協定調印
済。

職員課

■交流連携協定に
基づく市の課題に関
する講演会・意見交
換会の参加者数《累
計》
⇒平成３１年度まで
に、１，０００人

交流連携協定に基づく
市の課題に関する講
演会を実施した。

５３３人
【内訳】
平成２９年度：２
４８人
平成２８年度：２
８５人

Ａ 引き続き、大学教授に
よる講演会等を実施す
ることとしている。

職員課

■交流連携協定に
基づく学生のイン
ターンシップ受入及
び市職員の短期派
遣研修に向けた協
議
⇒早期の実現に向
け、協議します。
※目標達成時期な
どの明確化、ＫＰＩの
追加

福祉政策課の職員４
名を関西学院大学に
短期派遣し、福祉分野
の専門知識を習得させ
た。

短期派遣の実
施

Ｂ 今後も、定期的に、市
職員を短期派遣し、専
門知識の習得に努め
ることとしている。
また、交流連携協定に
基づく学生のインター
ンシップ受入等のに向
けて検討することとして
いる。

職員課

Ａ 今後も継続開催に向
け、関係機関と調整し
ていくこととしている。

商工課

○本市においては、大
学などへの進学のため
転出した若年者のふる
さと回帰が少ないため、
若い世代において大き
な転出超過になってお
り、これが地元企業にお
ける若年者の人材不足
にもつながっており、人
材確保が課題となってい
ます。とりわけ、今後の
高齢化の進行により福
祉系人材の確保の必要
性も一層高まっていま
す。また、本市は、地元
大学などの高等教育機
関との連携に努めてい
ますが、今後、福祉分野
の行政課題などに適切
に対応していくために
は、福祉系の大学・学部
など都市圏等の高等教
育機関との連携も視野
に入れていく必要があり
ます。

⇒本市出身者のふ
るさと回帰を含め学
生の移住就労の促
進による福祉系人
材の確保や福祉分
野の行政課題など
への対応に資する
福祉系の大学・学部
など都市圏等の高
等教育機関と交流
連携協定を締結し、
学生のインターン
シップ受入のほか、
市職員の短期派遣
研修、市の課題解
決に向けた助言・共
同研究などの交流
連携を推進します。

■働くことは大変だ
けど楽しい！！講演
会参加者数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、２００
人

Ⅱ 2

４０４人
（内訳）
・米子高校（２
回・３０４名）
・米子松陰（１
回・　１００名）

【参考】
平成２８年度：３
０３人

○県内では、高校新卒
者が就職後、早期に離
職する割合（離職率）が
３年後４２．９％（平成２
３年３月卒業。全国：３
９．６％）と全国に比較し
て高く、１年後も２５．
３％（平成２５年３月卒
業）と非常に高い値と
なっています。早期離職
の要因は、企業の人材
育成、また、本人の心理
面など様々な課題によ
るものであると思われま
すが、高校卒業予定者
への企業情報・就職情
報・労働関連情報の提
供が十分でなく、本人と
企業との意識の間に
ギャップが存在している
ことも考えられます。早
期離職は、結果として市
外への転出による再就
職の可能性を高めること
から、高校新卒者の就
業・定着を促進すること
が求められています。

⇒高校卒業予定者
に対する「働くことは
大変だけど楽し
い！！講演会」を開
催し、就労に対する
意識の向上を図ると
ともに、就業・定着
につながる各種情
報を提供します。

㈱日本政策金融公庫、
県立米子高校と共催
し、高校生を対象に講
演会（出前授業）を開
催した。
・実施回数：３回
２校で実施

⑤高校新卒
者の就業・定
着の促進

⑥都市圏等
の高等教育
機関との交
流連携協定
の締結による
インターン
シップ受入な
どの交流の
推進
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②小中学生
向け「米子で
働く人から学
ぶ」講座の開
設

○本市においては、大
学などへの進学のため
都会などに転出し、地元
以外で就職する若者が
多いことから、若者の人
口流出抑制を図っていく
ことが必要です。また、
全国学力・学習状況調
査における中学校３年
生への質問紙調査で
は、将来の夢や目標の
有無、地域への関心度
等の項目で、全国平均
よりも低い状況がありま
す。本市の小中学校に
おいては、現場体験も含
めた職業・仕事に関する
学習を行っていますが、
子どもたちに対し、将来
の地元での就業・定着
や大学等進学後のふる
さと回帰につなげるた
め、さらに学習の機会を
提供することが、郷土愛
の醸成の観点を含めて
必要です。

⇒教職員に、希望
する講座内容を聞き
取った上で、行政機
関・民間企業・各種
団体等の協力を得
て、それぞれの職場
の仕事の概要や職
業観等を伝えていた
だくボランティア講
師を募り、小中学生
向け「米子で働く人
から学ぶ」人材リス
トを作成し、小中学
校における活用を促
進します。講座は、
段階的に協力が得
られる行政機関・民
間企業・各種団体等
を増やすことによ
り、リスト化・メ
ニュー化を図り、学
校が活用しやすいも
のとします。

■小中学生向け「米
子で働く人から学
ぶ」人材リスト（講
師）を活用した学校
の割合
⇒５年後（平成３１年
度）において、１０
０％

商工課と連携し、施策
の内容を希望する学
校２校（小学校１校、中
学校１校）にモデル校
として取り組んでいた
だき、その後、取組か
ら施策の内容に修正を
加えてから、他の学校
に施策を広げていく具
体的な計画を立てた。

- Ｃ 平成29年度末に、「私
たちの地域のお仕事
（鳥取県西部版）」（ＢＳ
Ｓコスモ・メリット製作、
米子市教育委員会他
協力）を小中学校及び
小学校5年生全員に配
布された。本誌に掲載
されている企業につい
ては、児童生徒への講
話も可能と確認してい
るので、各学校がニー
ズに応じて活用するこ
とで、本施策の目的
は、概ね達成されるた
め、本施策は中止の方
向で検討することとし
ている。

学校教
育課

③子どもたち
による市の魅
力の再発見
（自ら市内巡
りコースなど
をプロデュー
スすることに
よる郷土愛
の醸成）

○本市では、大学進学
や就職を契機に都会な
ど市外に転出する若い
世代が多く、人口減少抑
制の観点から、若者の
市内への定着、または
転出後のＵターンを促進
していくことが課題となっ
ています。若者が都会な
どに進学・就職したいと
思う背景には、都会など
他の都市の魅力的な生
活・雇用あるいは夢の実
現の機会などを希求して
いる面がある一方で、子
どもたちが大学進学や
就職を迎えるまでに、都
会にはない本市の魅力
を認識し、本市に住み続
けたいと思えるような郷
土愛の醸成を図る取組
が不足しているとも考え
られます。

⇒自ら市内巡りコー
スなどをプロデュー
スするなど、子ども
たちに対し、大人た
ちが気づかない市
の魅力を再発見す
る体験を「子どもが
選ぶ米子の自慢」の
作成を通じて提供
し、郷土愛の醸成に
つなげます。加え
て、「子どもが選ぶ
米子の自慢」を活用
し、再発見した市の
魅力を情報発信しま
す。

■「子どもが選ぶ米
子の自慢」の参加人
数
⇒平成２９年度にお
いて、１００人

米子国際交流フェス
ティバル会場に、米子
の魅力を紹介する子ど
も向けブースを設け、
クイズやゲームなどを
通じて小中学生と外国
青年とが交流し、米子
の魅力を認識してもら
う予定で準備を整えて
いたが、台風１８号の
接近により、フェスティ
バルが中止となった。
子ども向けのよなごに
関するパンフレット「な
るほど！ザ・よなご」の
配布と、本市の魅力に
ついての間接的なアン
ケート（「米子の魅力再
発見アンケート」）を市
内の公民館行事に参
加した市内に在住の幼
児・小中学生に実施し
た（回答者：279名）。

－ Ｘ 悪天候により、イベント
が実施できなかった
が、今後はアンケート
結果を参考にして、小
学生の親子ペアを対
象に市内の観光スポッ
トを巡るツアーを実施
し、各スポットの隠れた
魅力について発見（再
発見）してもらうイベン
トを実施することとして
おり、イベントで撮影さ
れた写真などを市の
ホームページ等に掲載
することで、米子市の
魅力を多くの子どもた
ちに発信していくことと
している。

子育て
支援課

学校教
育課

２０，５６５部

【内訳】
平成２９年度：
２，８００部
平成２８年度：
２，７６５部
平成２７年度：１
５，０００部

■「ふるさと米子の
先人に学ぶ郷土資
料」の作成数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）において、２７，
０００部

3Ⅱ ①ふるさと米
子の先人に
学ぶ郷土資
料による郷土
愛の醸成

○平成２６年の中央教
育審議会答申「道徳に
係る教育課程の改善等
について」において、道
徳を特別教科とし、検定
教科書と併せて各地域
に根ざした郷土資料など
の多様な教材を活用す
ることの重要性が示され
ました。他方、本市にお
いては、大学などへの進
学のため都会などに転
出し、地元以外で就職す
る若者が多いことから、
若者の人口流出抑制を
図っていくため、子ども
たちへの郷土愛の醸成
を図る必要があります。
これらのことから、道徳
等の学習において郷土
資料等を活用し、子ども
たちの道徳性をさらに養
うとともに、郷土愛の醸
成により将来の地元で
の就業・定着や大学等
進学後のふるさと回帰
促進につなげていくこと
が求められています。

⇒本市にゆかりの
ある先人の業績や
本市の発展に寄与
した事業などを題材
にした「ふるさと米子
の先人に学ぶ郷土
資料」を作成し、道
徳等の教材として活
用することにより、
郷土愛の醸成を図
ります。

昨年度と同様に、「ふ
るさと米子の先人に学
ぶ郷土資料集」を増刷
し、本市小学校の新１
年生（上巻）と新５年生
（下巻）全児童に配布
した。各学校におい
て、道徳や総合的な学
習の時間などを中心に
年間指導計画の中に
位置づけ、各教科・領
域のねらいとあわせ
て、郷土愛の醸成を継
続して図った。

Ａ 各学校にて、道徳の年
間指導計画に位置付
け、有効活用が図られ
ており、継続して本事
業に取り組むこととして
いる。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①－Ａ米子
駅及び周辺
の賑わい創
出への取組
（米子駅南北
自由通路の
整備、米子駅
南広場の整
備）

○米子駅周辺は、ＪＲ山
陰本線で駅南・駅北地
区に分断されており、両
地区の連携の不足や移
動の円滑化、歩行者の
回遊性などが課題となっ
ており、交通結節点とし
ての機能強化や駅南地
区の利便性を図り、都市
機能が概ね集積してい
る駅北地区との連携を
強化し、本市の玄関口
にふさわしい都市環境
の創出を図る必要があ
ります。

⇒南側の玄関口と
なる駅南広場や、駅
南・駅北地区を連絡
する自由通路を整
備します。

■米子駅南北自由
通路・米子駅南広場
整備の工事着手
⇒平成３０年度の工
事着手を目指しま
す。

・駅南広場詳細設計、
ＪＲ西日本及びテナント
に対する補償の一部
等を実施した。

・米子駅南北自由通路
等整備事業協議会を
実施した。（構成：鳥取
県統轄監、ＪＲ米子支
社山陰地域振興本部
副本部長、米子市副市
長）
【第９回】平成29年8月
2日

■平成34年度
の完成を目指
し、駅南広場詳
細設計、ＪＲ西
日本及びテナン
トに対する補償
の一部等を実
施し、事業の進
捗を図った。

■工事着手に
向け関係機関と
協議を行った。

Ｂ 引き続き、関係者と連
携を図りながら平成34
年度の事業完成を目
指すこととしている。

都市整
備課

①－Ｃ米子
駅周辺活性
化プロジェク
トの推進
※施策の追
加

○米子駅南北自由通路
や新たな米子駅の整備
を契機として、米子駅周
辺の賑わい創出・活性
化を加速・拡大する取組
を検討する必要がありま
す。とりわけ、駅ビルや
「だんだん広場」を含む
駅北地区の活性化や駅
南地区の民間開発など
の中長期的な検討課題
について、関係者による
早期の協議・調整が求
められています。

⇒米子駅周辺の賑
わい創出や活性化
を図るプロジェクト
を、米子市中心市街
地活性化協議会等
との連携も図りなが
ら検討し、推進しま
す。

■米子駅周辺活性
化に向けたプロジェ
クトの検討
⇒米子駅周辺の賑
わい創出や活性化
の加速・拡大につい
て、方向性を見定め
ながら、具体的な取
組を検討・実施しま
す。

・米子駅周辺活性化庁
内プロジェクトを実施し
た。
【第１回】平成29年8月
1日
【第２回】平成29年8月
31日
【第３回】平成29年11
月9日
【第４回】平成30年2月
1日

■新駅ビルに
行政機関が入
る方向で調整を
行っていたが、
より賑わいの創
出に資する利
活用とするた
め、新駅ビルよ
りも自由度の高
いだんだん広
場・グルメプラ
ザを民間との連
携による複合施
設で活用する構
想を検討すると
いう方針を示し
た。

Ｂ 引き続き、有識者等の
意見を聞きながら検討
を行うこととしている。

都市整
備課

②中心市街
地商店街の
魅力度を高
める取組（ブ
ラッシュアッ
プ）の促進

○本市は、山陰の大
阪、商都米子と称され、
商業のまちとして発展
し、とりわけ中心市街地
商店街は大変な賑わい
を見せていました。しか
しながら、近年は、商業
施設の郊外立地、消費
行動の変化などにより、
空き店舗の増加などの
空洞化が生じ、往年の
賑わいはありません。こ
のため、市は、既存の商
店街をブラッシュアップ
し、魅力を高める取組を
実施する商店街振興組
合等を支援してきました
が、引き続き、中心市街
地商店街の魅力度を高
める取組を促進していく
必要があります。

⇒引き続き、各商店
街の特性を活かし
た魅力度を高める
取組を促進するた
め、中心市街地商
店街の環境整備を
支援します。

■商店街振興組合
等における環境整
備件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１３件
（平成２１年度～平
成２６年度累計：６
件）

　本市のＨＰや県内施
策説明冊子に掲載し、
周知を行うとともに、環
境整備事業実施に向
け、関係者と協議を重
ねたが利用実績はな
かった。

６件
（平成２７年度
～平成２９年度
は実績なし）

Ｃ 　商店街組織との意見
交換を積極的に行い、
中心市街地商店街が
必要とする環境整備を
支援していくこととして
いる。

商工課

駅周辺の賑わ
い創出・活性化
の加速・拡大に
向けたプロジェ
クトチームを設
置し、検討を
行った。

都市整
備課

Ｂ

4Ⅱ

⇒引き続き、関係者
による新駅ビル建設
構想に関する協議・
調整を進め、その結
果に基づき必要な
対応を行います。

①－Ｂ米子
駅及び周辺
の賑わい創
出への取組
（新駅ビル建
設構想への
対応）

○米子駅南北自由通路
等の整備に伴い、ＪＲ米
子駅ビルの一部を解体
する必要がありますが、
これを契機に関係者（Ｊ
Ｒ米子支社、県及び市）
において、米子駅及び
周辺の賑わい創出並び
に駅利用者の利便性の
向上への取組の一環と
して、解体後の跡地に新
駅ビルを建設する構想
に関する協議が行われ
ています。この新駅ビル
建設構想においては、
建設の必要性、建設す
る場合の事業主体、ビ
ルの機能や規模等、必
要な行政支援などにつ
いて関係者による早期
の協議・調整が求められ
ています。

新駅ビルに行政機関
が入る方向で調整を
行っていたが、より賑
わいの創出に資する
利活用とするため、新
駅ビルよりも自由度の
高いだんだん広場・グ
ルメプラザを民間との
連携による複合施設で
活用する方針を示した
ため、今後はプロジェ
クトチームを中心とした
検討を行うこととしてい
る。

■米子駅・新駅ビル
構想に関する協議・
調整
⇒早期に結論を得
ます。

・米子駅南北自由通路
等整備事業協議会を
実施した。（構成：鳥取
県統轄監、ＪＲ米子支
社副支社長、米子市副
市長）
【第９回】平成29年8月
2日
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

③中心市街
地空き店舗
への出店の
促進

○本市は、山陰の大
阪、商都米子と称され、
商業のまちとして発展
し、とりわけ中心市街地
商店街は大変な賑わい
を見せていました。しか
しながら、近年は、商業
施設の郊外立地、消費
行動の変化などにより、
空き店舗の増加などの
空洞化が生じ、往年の
賑わいはありません。こ
のため、市は、空き店舗
に出店する商業者など
への支援、新規商業者
参入者の支援を行って
きましたが、引き続き、
中心市街地空き店舗へ
の出店を促進していく必
要があります。

⇒引き続き、中心市
街地空き店舗への
出店を促進するた
め、空き店舗に出店
する商業者などへ
の支援、新規商業
者参入者の支援を
行います。

■中心市街地商店
街空き店舗への出
店数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１１３店
舗（平成１４年度～
平成２６年度累計：７
８店舗）

　本市のＨＰや県内施
策説明冊子に掲載し、
周知を行い、空き店舗
等への新規出店２件に
対して補助を行った。
　新規商業参入の促進
についてはチャレンジ
ショップを運営し、新規
商業参入者を支援し
た。

８３店舗
【内訳】
平成２９年度：２
店舗
平成２８年度：
実績なし
平成２７年度：３
店舗

Ｃ 商店街振興組合・商工
会議所・まちなかディ
ベロッパー等と連携
し、中心市街地商店街
の空き店舗等への出
店を促進する方策を検
討する。
　また、チャレンジ
ショップを引き続き運営
し新規商業参入者を支
援していくこととしてい
る。

商工課

④中心市街
地における空
き家を活用し
たコミュニティ
ビジネスの創
出・地域コ
ミュニティの
再生促進

○本市の中心市街地
は、これまでの長い歴史
の中で様々な都市機能
が集積されるとともに、
交通網も中心市街地を
起点に整備され、経済・
社会の発展に大きな役
割を果たしてきました
が、近年は、商業施設
の郊外立地、消費行動
の変化、少子高齢化の
進展などにより、居住人
口の減少や空き店舗の
増加などの空洞化が生
じています。このような
中で、中心市街地の活
性化はもとより、空き家
等の対策、地域コミュ二
ティの再生が課題となっ
ています。

⇒中心市街地にお
ける空き家等を活用
したコミュニティビジ
ネスの創出・地域コ
ミュ二ティの再生促
進を図るため、個人
事業者や企業等が
行うまちなかコミュニ
ティの活性化及びコ
ミュニティビジネスの
創造の取組を支援
します。

■中心市街地にお
ける空き家等の活
用件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、５件

中心市街地活性化協
議会と連携して、複数
の物件について関係
者と協議・検討し、ゲス
トハウス兼コミュニティ
スペースの案件が事
業化に至った。

２件
【内訳】
平成２９年度：１
件
平成２８年度：
実績なし
平成２７年度：１
件

Ｃ 引き続き、中心市街地
活性化協議会と連携し
て物件の掘り起しと事
業化に向けて取り組む
こととしている。

都市創
造課

⑤角盤町エリ
ア活性化プロ
ジェクトの推
進
※施策の追
加

○本市の中心市街地の
活性化は、平成27年に
策定した「米子市中心市
街地活性化基本計画
（新計画）」に基づいて取
り組んでいますが、角盤
町エリアにおいては、近
年、著しい状況変化（大
型スーパーの閉店、大
型百貨店店舗の本市へ
の一部譲渡の申し入れ）
があったことから、米子
市中心市街地活性化協
議会等とも連携し、改め
て活性化策を検討する
必要があります。

⇒角盤町エリアの活
性化を図るプロジェ
クトを、中心市街地
活性化協議会等と
も連携しながら検討
し、推進します。

■角盤町エリアの活
性化に向けた取組
の検討
⇒近年の著しい状
況変化を踏まえなが
ら、具体的な取組を
順次検討・実施しま
す。

官民で設置される「角
盤町エリア活性化プロ
ジェクト会議」で検討さ
れるまちづくりの構想
（主に民間からの発
案）の実現に向かっ
て、米子市の取り組み
について内部で調整・
検討を行った。その結
果、平成２９年度にお
いては、米子高島屋東
館及びやよいデパート
跡地の利活用につい
て一定の進捗が見ら
れた。

－ Ｂ 引き続き、中心市街地
活性化協議会等とも連
携しながら、角盤町エ
リアの活性化を図るプ
ロジェクトを検討・推進
することとしている。

都市創
造課

5 ①公共交通
の多角的視
点による見直
し
※施策の追
加

○高齢化の進展に伴い
公共交通の役割はます
ます重要になっており、
とりわけ市内の医療機
関・商業施設等への移
動利便性の向上が課題
となっています。これら
の課題を解消するため
には、利用者の需要を
考慮したダイヤ設定や
バス路線の見直し、使い
やすい公共交通環境の
整備、まちづくりと一体と
なった交通政策など多
角的な視点から検討し、
持続可能な交通体系の
実現を図る必要がありま
す。

⇒担当組織体制を
整えるとともに、庁
内に若手職員を中
心とする交通政策
検討チームを設置
し、持続可能な路線
の再編、利便性の
向上、高齢者の運
転免許証自主返納
を促す環境整備、中
心市街地と郊外の
一体的な発展を目
指したまちづくりの
観点など、公共交通
の多角的視点によ
る見直しの検討を行
います。

■公共交通の今後
のあり方についての
検討
⇒平成３０年度まで
に、交通政策の方向
性及び具体的施策
を検討します。

平成29年10月1日付け
組織機構改正によっ
て、企画部地域政策課
の「中心市街地活性化
推進室」を「都市政策
係」に改編し、同課内
に新たに「交通政策
係」を設置した。また、
若手職員や福祉、都市
計画等の担当職員で
構成する交通政策検
討チームでは、定期的
な会議等で公共交通
の課題や今後の方向
性についての意見交
換を行った。

交通政策検討
チームでの検
討・協議結果を
平成３０年３月
に中間報告書と
してまとめた。

Ｂ 今後は、交通事業者等
の意見も伺いながら中
間報告書を基に交通
政策の方向性や具体
的な施策について検討
することとしている。

都市創
造課

4Ⅱ
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

■市街化調整区域
の更なる規制緩和
についての検討
⇒平成３１年度まで
に、現行の規制緩和
の効果測定を行い
つつ、更なる規制緩
和の必要性につい
て検討します。

－ － Ｘ － 建築相
談課

■交通の利便性の
高い地区の土地利
用のあり方の検討
⇒市街化調整区域
の更なる規制緩和も
含め交通の利便性
の高い地区の土地
利用のあり方につい
て検討します。

－ － Ｘ － 建築相
談課

－ Ｘ 建設企
画課

③都市間道
路ネットワー
クの充実に
向けた取組
※施策の追
加

○都市間道路ネットワー
クは、単に都市間の連
絡や高速道路、空港、
港湾などを連結するとい
う役割だけではなく、津
波などの大規模災害時
における信頼性の高い
避難ルートを確保すると
いう観点からも、その充
実が必要です。米子－
境港間を結ぶ国道４３１
号については、「境港」
の物流・人流拠点として
の機能拡充、大型ク
ルーズ船の寄港による
観光客の増加などに伴
い、慢性的な交通渋滞
が発生している状況であ
ることから、更なる陸上
輸送の効率化と安定し
た輸送ルートの確保に
向けて、高規格道路とし
ての整備が求められて
います。また、島根県東
部や鳥取県西部地域と
米子鬼太郎空港、境港
をつなぐ道路整備につ
いては、本市と安来市で
実施した費用便益分析
によると、中海架橋を整
備した場合の費用対効
果は非常に高いという結
果（Ｂ/Ｃ＝1.7）が出てお
り、早期実現に向けて取
り組む必要があります。

⇒都市間道路ネット
ワークの充実の実
現にに向けて国等
への要望を一層強
化するとともに、当
面は次に掲げる取
組を行います。
ア　国に対し、米子
－境港間を結ぶ高
規格道路の整備に
向けたあり方検討会
の開催を求めていき
ます。
イ　鳥取県に対し、
中海架橋の実現に
向けた建設連絡協
議会の開催を求め
ていきます。

5Ⅱ

－ －

②市街化調
整区域の規
制緩和
※施策の追
加

○近年、市街化調整区
域内の主要幹線道路沿
いの空き店舗が有効利
用できない、また、既存
集落で自治会活動をは
じめとする地域コミュニ
ティの維持が困難になる
などの問題が生じていま
す。本市では、このよう
な課題に対応するため、
市街化調整区域におけ
る開発許可基準の一部
規制緩和を実施（平成
29年7月1日施行）しまし
たが、更なる規制緩和を
求める声もあり、また、
交通の利便性の高い地
区の土地利用のあり方
にも課題があることか
ら、引き続き、市街化調
整区域の規制緩和につ
いて検討する必要があ
ります。

⇒市街化調整区域
の規制緩和につい
て、次に掲げる取組
を行います。
ア　現行の規制緩
和の効果測定（事前
協議・許可申請等）
を行います。
イ　更なる規制緩和
を含め交通の利便
性の高い地区の土
地利用のあり方に
ついて検討します。

※平成29年7月1日
に施行した規制緩
和の内容は、国道
県道沿いの事務所
の建築、国道県道
沿いの空き家等の
事務所・店舗への用
途変更及び小規模
集落内への集落外
からの居住を可能と
するもの。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

■本市の魅力や特
色ある取組等のＰＲ
動画の作成件数《累
計》
⇒平成２９年度まで
に、１２件

２２件
【内訳】
平成２９年度：１
２件
平成２８年度：１
０件
平成２７年度：６
件

Ａ 観光課

■首都圏等での隊
員による情報発信
活動件数《累計》
⇒平成２９年度まで
に、40件

５４件
【内訳】
平成２９年度：１
９件
平成２８年度：２
３件
平成２７年度：１
２件

Ａ 観光課

■部門共同で作成・
送付するパンフレッ
ト等の作成数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、４件

米子市周辺観光ガイド
「米子ゆる旅」をふるさ
と納税寄付者への「市
民体験パック」の中で
配布した。

１件
【内訳】
平成２９年度：
実績なし
平成２８年度：１
件

Ｃ 観光課

■観光部門・ふるさ
と納税部門が共同
で行うイベント等で
のＰＲ件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、８件

県外のイベントにおい
て。「米子ゆる旅」の配
布を行うなどのPR活動
を行った。

２件
【内訳】
平成２９年度：
実績なし
平成２８年度：２
件

Ｃ 観光課

－－ Ｘ

昨年に引き続き、SNS
とポップカルチャーを
活用し、PR動画の作
成及び首都圏等にお
ける活動を主とした情
報発信に取り組んだ。
SNSについては、新た
にインスタグラムの活
用も開始した。
また、ドローンで撮影し
た映像を使った動画作
成を行い、より質の高
い動画作成に取り組ん
だ。

地域おこし協力隊員の
任期が平成30年3月末
で終了し、翌年度以降
は新たな地域おこし協
力隊を採用し、業務内
容も変更となるため、
平成２９年度で終了。

－

今後も機会を捉えて、
観光部門・ふるさと納
税部門、その他関連部
門とが一体となって行
うイベント等においてＰ
Ｒを行うこととしてい
る。

住宅政
策課

○本市のふるさと納税
事業による寄付は、全
国の自治体の中でもトッ
プクラスの実績（平成２６
年度：約４万件・累積約
７万８千件）があり、大き
な情報発信力を持って
いますが、これを最大限
に活用する体制が構築
されていません。ふるさ
と納税事業を活用し各
種の情報発信事業に取
り組むことで、本市の知
名度アップと観光客の誘
致につなげていく必要が
あります。

⇒ふるさと納税寄付
者への情報発信の
体制を構築し、観
光・イベント情報を
他の情報とともに積
極的に発信します。
また、県外のイベン
ト等において、ふる
さと納税の増加につ
なげる情報発信に
取り組み、ふるさと
納税寄付者のサ
ポーターとしての定
着、本市への観光
誘客促進を図りま
す。

○近年、人口減少や既
存の住宅・建築物の老
朽化、社会的ニーズの
変化等に伴い、空き家
が年々増加し、大きな社
会問題となっています。
平成25年住宅・土地統
計調査（総務省）による
と、本市の空き家総数は
１０，５９０戸で、このうち
賃貸や売却用等以外の
空き家は４，７００戸と見
込まれ、今後も空き家数
は増加するものと予想さ
れており、安全性、公衆
衛生、景観など多岐に
わたって地域住民の生
活環境に深刻な影響を
及ぼすことが懸念されて
います。

⇒特定空家等の対
策のみならず、空き
家の発生抑制や適
切な管理及び活用
の促進など、空家等
に関する対策を総
合的かつ計画的に
実施するため、空家
等対策の推進に関
する特別措置法に
基づく「空家等対策
計画」を策定しま
す。

※特定空家等とは、
空家等対策の推進
に関する特別措置
法第2条第2項に規
定される、そのまま
放置すれば倒壊等
著しく保安上危険と
なるおそれのある状
態又は著しく衛生上
有害となるおそれの
ある状態、適切な管
理が行われていな
いことにより著しく景
観を損なっている状
態その他周辺の生
活環境の保全を図
るために放置するこ
とが不適切である状
態にあると認められ
る空家等をいう。

○本市は、全国からの
観光客の誘致の推進や
移住定住の促進に向け
た各種の情報発信事業
に取り組んでいますが、
依然、全国的に本市の
知名度は高いとは言え
ません。また、従来の情
報発信の手法では、膨
大な自治体情報の中か
ら本市の情報に興味を
もってもらうのは容易な
ことではなく、多大なコス
トも必要とします。このこ
とから、ＳＮＳ等を活用し
た新たな手法により、観
光客の誘致の推進や移
住定住の促進に向けた
情報発信を強化する必
要があります。

⇒国の「地域おこし
協力隊制度」を活用
し採用する隊員によ
り、中心市街地に新
設する情報発信拠
点において、地域の
ポップカルチャーを
推進し、活性化を
図っている民間団体
と一体となり、ポップ
カルチャーとＳＮＳを
活用した独自の情
報発信事業を展開
します。

※「ポップカルチャー
（pop Ｃulture）」は、マ
ンガ、アニメなどの大
衆文化。
※「ＳＮＳ」は、FＡＣe
Ｂook、LINEなどの
ソーシャル・ネット
ワーキング・サービ
ス。

■空家等対策計画
の策定
⇒平成３０年度にお
いて、空家等対策計
画を策定します。

②ふるさと納
税寄付者に
対する観光・
イベントの情
報発信

①地域おこし
協力隊による
ＳＮＳ等を活
用した情報
発信

5 ④空家等対
策計画の策
定
※施策の追
加

6
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

6 ③シティプロ
モーションの
推進
※施策の追
加

○本市の認知度、魅力
度の向上や市民の郷土
への誇りや愛着心の醸
成を図っていくために
は、シティプロモーション
の取組を推進し、本市の
暮らしやすさや地域資源
などを内外に積極的に
情報発信する必要があ
ります。

⇒担当組織体制を
整備するとともに、
庁内に若手職員を
中心とするシティプ
ロモーション推進
チームを設置し、今
後のシティプロモー
ションのあり方や事
業アイデアについて
検討を行い、シティ
プロモーション推進
に関する方向性を
決定するとともに、
順次事業化を図りま
す。

■シティプロモーショ
ン推進に関する検
討
⇒早期にシティプロ
モーション推進に関
する方向性を決定
し、順次事業化を検
討・実施します。

庁内にシティプロモー
ション推進チームを結
成し、事業アイデアの
検討や方向性につい
て議論を行い、今後の
推進に向けた提案を報
告書としてとりまとめ
た。

平成２９年９月
に若手職員を
中心とするシ
ティプロモーショ
ン推進チームを
庁内に設置し、
シティプロモー
ションの今後の
方向性について
検討するととも
に、動画やイン
スタグラムを活
用した魅力発信
プロジェクトの
事業化を図っ
た。

Ｂ 担当組織体制を整備
し、シティプロモーショ
ン推進指針を策定する
とともに、本市の魅力・
資源の情報発信を本
格的に展開することと
している。

秘書広
報課

■米子市観光協会
が実施する「大人達
の社会見学」の事業
数《年間》
⇒平成２８年度にお
いて、１２事業（平成
２６年度：８事業）

－ １２事業 観光課

■米子市観光協会
が実施する「大人達
の社会見学」の参加
者数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、2,700
人（平成２６年度：８
９０人）
※目標の上方修正

「大人たちの社会見
学」の充実のため、平
成２８年度に作成した
パンフレットを増刷し、
周知に努めた。

２，０４８人

【参考】
平成２８年度：
２，１０５人
平成２７年度：
２，２０１人

Ｂ 引き続き、米子市観光
協会が行う「大人達の
社会見学」の充実を支
援することにより、コア
な米子の魅力の発掘・
発信を図ることとしてい
る。具体的には、平成
２８年度末に完成した
パンフレットを活用し、
更なる事業増を目指
し、参加者の増加につ
なげる。

観光課

■皆生温泉のまち
づくりについての検
討
⇒平成３１年度まで
に、皆生温泉の具体
的まちづくりの方向
性について「皆生温
泉まちづくり会議」と
も連携しながら検討
を進めます。

－－

○近年、体験型・交流型
の要素を取り入れた旅
行が注目されており、こ
れまで観光資源として認
識されていなかった地域
固有の資源を活用した
新たな切り口による付加
価値の高い旅行商品を
造成することが求められ
ています。このような中
で、種々の特定分野に
対し強い関心を持つコア
な層（マニア）は、魅力を
感じたものに対して惜し
みなく資金・時間をかけ
る傾向にあるため、本市
でも、既に米子市観光協
会において「大人達の社
会見学」を実施し、コア
な層をターゲットにした
取組が行われていま
す。

観光課○皆生温泉の宿泊客数
は、団体旅行から個人
旅行へのシフト、観光客
の旅行先での目的の変
化などにより、平成９年
の７１万人をピークに減
少を続け、平成２４年に
はついに４０万人を割り
込む状況となっていま
す。皆生温泉のにぎわ
いを取り戻し、その周辺
地域を含めて活性化し
ていくためには、まち歩
きが楽しめる温泉街とし
ての整備など中長期的
な取組を検討する必要
があります。このような
状況の中、皆生温泉で
は、若手旅館経営者を
中心に「皆生温泉まちづ
くり会議」が設立され、皆
生温泉の将来像につい
て検討する動きが出てき
ており、今後は官民で一
層連携し、皆生温泉の
まちづくりに取り組んで
行くことが求められま
す。

⇒米子市観光協会
が行う「大人達の社
会見学」の充実を支
援することにより、コ
アな米子の魅力の
発掘・発信を図りま
す。

Ｘ⇒観光客の多様な
ニーズに対応し、皆
生温泉及び周辺地
域を活性化するた
め、今後の皆生温
泉のまちづくりにつ
いて検討します。

－①皆生温泉・
周辺地域の
活性化に向
けたまちづく
り
※施策の追
加

②コアな米子
の魅力の発
掘・発信

7
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

③ふるさと納
税寄付者に
対する観光
誘客促進（宿
泊優待券な
ど特典の新
設等）

○本市のふるさと納税
事業による寄付は、全
国の自治体の中でもトッ
プクラスの実績（平成２６
年度：約４万件・累積約
７万８千件）があり、大き
な情報発信力を持って
いることから、ふるさと納
税寄付者に対し、この情
報発信力を最大限活用
し、観光客の誘致につな
げていく必要がありま
す。

⇒観光関連団体や
各種事業者の協力
を得て、ふるさと納
税事業において宿
泊優待券など特典
を新設し、また、共
同のアピール事業、
キャンペーン事業等
を実施することによ
り、ふるさと納税・寄
付者に対し、本市へ
の観光誘客促進を
図ります。

■ふるさと納税寄付
者に対する観光誘
客促進に向けた観
光関連団体等の協
力件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、２０件

大山開山１３００年祭
に向けた大山ブランド
会のチラシにおいて、
ふるさと納税のＰＲを
掲載した。

２件
【内訳】
平成２９年度：１
件
平成２８年度：１
件

Ｃ 今後新たに共同のア
ピール事業を行う協力
団体の獲得に努めるこ
ととしている。

観光課

④農と食・
ポップカル
チャー秋の大
文化祭の開
催

○本市においては、
様々な団体により各種
のイベントが開催されて
いますが、連携が不十
分であり、賑わいの創出
や経済効果の点で、情
報発信力や集客力に課
題があります。このた
め、個々に開催されてい
るイベントを同時多発的
に一体的に開催すること
により、情報発信力を高
め、また、点のイベント
から面のイベントへの変
化をさせ、回遊性を高め
ることで、消費時間の延
長や宿泊につなげ、観
光産業（宿泊・飲食・輸
送・土産物など）の活性
化を図る必要がありま
す。

⇒ポップカルチャー
の総合イベントであ
る「ヨナゴワン
ダー！」と「農と食の
イベント」との共同に
よる「農と食・ポップ
カルチャー秋の大文
化祭」の開催に取り
組みます。その後、
年次的に、他の各
種イベントとも共同
開催を進めることに
より、将来的に県西
部圏域での秋の最
大イベント化を目指
します。

■秋の大文化祭総
来場者数
⇒５年後（平成３１年
度）において、１０万
人

秋に行われるイベント
のガイドブックを作成
し、自治連合会の協力
のもと冊子を全戸配布
していただき、イベント
の周知を行い、農と食
のフェスタと米子映画
事変等のの開催を支
援した。
また、同時期に「ヨナゴ
ワンダー！の一環とし
て「よなご歩き愛です」
を開催した。
この他、「宝くじスポー
ツフェア　ドリームサッ
カー㏌よなご」を開催し
た。

６４，４７０人
（内訳）
農と食のフェス
タ：４０，０００人
米子映画事変：
１８，５２３人
よなご歩き愛で
す：１３２人
市民大茶会：
２，２０８人
ドリームサッ
カー：
３，６００人

【参考】
平成２８年度：９
７，１９２人
平成２７年度：９
２，１００人

Ｃ 来年度は、大山開山１
３００年祭のクロージン
グイベントとして、この
時期に集中するイベン
トが位置付けられてい
ることから、これに協調
して広報、イベント開催
につとめることとしてい
る。

観光課

■電柱アート本数
《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、４０本

法勝寺商店街及び元
町通りに公募によって
選ばれたをイラストを
電柱に設置した。

１１本
【内訳】
平成２９年度：７
本
平成２８年度：４
本

Ｃ 観光課

■壁画アート件数
《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、３件

皆生市民プール施設
の壁面に公募によって
選ばれた壁画アートを
掲示した。

１件 Ｃ 観光課

■コンベンションの
誘致件数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、１３１
件（平成２６年度：８
７件）

１１７件

【参考】
平成２８年度：１
３１件
平成２７年度：１
２１件

Ｂ 観光課

■コンベンション参
加者数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、３万５
千人（平成２６年度：
２６，８１８人）

２０，５９９人

【参考】
平成２８年度：３
１，１２４人
平成２７年度：２
７，１８３人

Ｃ 観光課

受入態勢の整備・充実
として、コンベンション
主催者への開催支援、
コンベンションビュー
ローの運営に対する支
援を行った。
また、コンベンション誘
致活動の支援として、
誘致会議への参加、観
光パンフレットの提供、
会議会場での観光案
内などを行った。

平成２９年度をもって
計画中止。

○コンベンション開催に
よる経済波及効果は非
常に大きいため、全国各
地にコンベンション施設
や誘致組織が整備され
ています。これにより、
開催地の誘致競争は激
化しており、本市が、各
種の大会・会議等の開
催地として選択されるた
めには、良質なサービ
ス、街の魅力、利便性な
どの向上が求められて
います。

⇒引き続き、受入態
勢の整備・充実、コ
ンベンション誘致活
動の支援、アフター
コンベンションの充
実に取り組みます。
また、本市へのコン
ベンション参加者を
リピーターとしていく
ため、心のこもった
歓待やサービスなど
「おもてなし」の向上
に努めます。

会議・大会等は、毎年
定例の開催ではないた
め、年によって偏りが
出るが、継続した誘致
活動が重要であるた
め、引き続き、公益財
団法人とっとりコンベン
ションビューローへの
支援を積極的に行うこ
ととしている。

⇒電柱アートによる
アワードを創設し、
全国の高校生への
公募により優秀作品
を選び、表彰すると
ともに、これを電柱
アートとして制作し
ます。これを通じて、
メディア芸術の市民
への浸透を図るとと
もに、壁画アートな
どへの発展と芸術
大学等との連携を
摸索しつつ、アワー
ド受賞者や作品制
作者等にとっての第
二の故郷「メディア
芸術ＣＩＴＹヨナゴ」と
しての文化の創造を
目指すことにより、
観光誘客にもつな
げます。

○平成２４年の「まんが
王国とっとり建国」を契
機に、民間事業者による
ポップカルチャーを活用
した商業化の取組が進
められ、また、高校生に
よる「街中アート」を地域
づくりに活用する地域も
見受けられます。このよ
うな中で、本市のまちづ
くりの一環、あるいは高
校生など若い世代への
表現の場の提供として、
メディア芸術（アート・ア
ニメーション・マンガ・エ
ンターテイメント等）の活
用を推進する取組の必
要性が高まっています。

⑤メディア芸
術の活用推
進

※平成２９年
度限り計画
中止（鳥取県
屋外広告物
条例の規制
等により、今
後の施策展
開が困難で
あるため。）

⑥コンベン
ションの誘致
の推進

7Ⅱ
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①外国人観
光客の誘致
促進

○国が、２０２０年の外
国人観光客４千万人の
誘客を目指して積極的
に事業展開している中、
県西部圏域では、米子
鬼太郎空港の国際定期
便や国際チャーター便、
定期貨客船ＤＢＳクルー
ズフェリーの就航、大型
クルーズ客船の寄港に
より、訪日外国人観光客
を本市に誘客する好機
を迎えており、この機会
を経済効果として有効に
活用することが求められ
ています。

⇒引き続き、県・市
町村の枠組みを越
えた広域的な観光
エリアとして情報発
信するとともに、市
内における「免税
店」や「銀聯カードを
使用できる店舗」の
拡大に取り組みま
す。

※「銀聯（ぎんれん／
ぎんれい）カード」は、
中国の金融機関の連
合組織「銀聯」が発行
するキャッシュカード・
クレジットカード。

■免税店舗数
⇒５年後（平成３１年
度）において、３６店
舗（平成２６年度：１
８店舗）

市内における「免税店」
や「銀聯カードを使用
できる店舗」の拡大に
向け、県・市町村の枠
組みを越えた広域的な
観光エリアとして情報
発信に努めた。

２８店舗

【参考】
平成２８年度：２
７店舗
平成２７年度：２
５店舗

Ａ 県・市町村の枠組みを
越えた広域的な観光エ
リアとして情報発信す
るとともに、県や民間
事業者と連携して、市
内における免税店やア
リペイを使用できる店
舗の拡大に取り組むこ
ととしている。

観光課

②外国人を
受け入れる
地域国際化
の推進

○本市には、１，０００人
を超える外国人が在住
しており、また、米子鬼
太郎空港の国際定期便
や国際チャーター便、Ｄ
ＢＳクルーズフェリーの
就航、大型クルーズ客
船の寄航により、訪日外
国人観光客も増加してき
ています。このことから、
今後、市民が外国人に
接する機会も多くなるた
め、外国人にとって暮ら
しやすい環境づくりや訪
日外国人観光客をおも
てなしする市民意識の
醸成を図るなど、外国人
を受け入れる地域国際
化の推進が必要です。

⇒外国人を受け入
れる地域国際化の
推進のため、在住
外国人や諸外国と
の交流を進める市
民団体と協働（実行
委員会方式）で市民
と在住外国人との交
流イベント「よなご国
際交流フェスティバ
ル」を開催します。
また、これを通じて
市民団体とのネット
ワークの構築を図り
つつ、そのネット
ワークを活用して、
市民に対する地域
国際化の意識啓発
につなげます。

■よなご国際交流
フェスティバル実行
委員会への参加団
体数
⇒５年後（平成３１年
度）において、２４団
体

よなご国際交流フェス
ティバル2017の開催に
向けて実行委員会（参
加団体　32団体）で取
り組んだ。開催日当日
は台風の影響により中
止した。

・参加予定団体：３２団
体
・開催予定日：平成29
年9月17日（日）
・予定会場：米子市文
化ホール
・予定内容：ステージパ
フォーマンス、ワールド
レストラン、活動紹介・
パネル展示、その他体
験型コーナーなど

開催当日、台風
の影響により中
止した。

Ｘ 引き続き、地域の国際
化を推進するため、在
住外国人や諸外国と
の交流を進める市民
団体と協働（実行委員
会方式）・連携するとと
もに、新たな在住外国
人グループや国際交
流団体に参加してもら
えるよう、イベントの周
知に努めることとして
いる。

地域振
興課

③国際交流
員による「お
もてなし中国
語・韓国語講
座」の開催

○米子鬼太郎空港の国
際定期便や国際チャー
ター便、ＤＢＳクルーズ
フェリーの就航、大型ク
ルーズ客船の寄航によ
り、訪日外国人観光客
が増加しており、外国語
会話により訪日外国人
観光客をおもてなしする
ボランティアの養成が必
要です。

⇒外国語会話により
訪日外国人観光客
をおもてなしするボ
ランティアの養成に
資するため、本市国
際交流員により、
「おもてなし中国語
講座」及び「おもてな
し韓国語講座」を開
催します。

■おもてなし中国
語・韓国語講座の受
講者数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、４００人

国際交流員による「お
もてなし中国語・韓国
語講座」を次のとおり
開催し、外国人観光客
のおもてなしを想定し
た会話練習や山陰イン
バウンド機構の取組み
についての紹介などを
行った。
①おもてなし中国語講
座
・日程：H29.10.25～
H30.01.24（昼・夜の２
部制）
・募集人員：各部20人
②おもてなし韓国語講
座
・日程：H29.12.04～
H30.02.26（昼・夜の２
部制）
・募集人員：各部20人

２１１人
【内訳】
平成２９年度：６
０人
平成２８年度：７
１人
平成２７年度：８
０人
（参考）Ｈ29
おもてなし中国
語講座
講座回数：10回
　昼の部：12人
　夜の部：17人
おもてなし韓国
語講座
講座回数：10回
　昼の部13人
　夜の部：18

Ｂ 引き続き、おもてなし講
座を開催予定としてい
るが、初年度以降受講
者が減少していること
から、受講生募集にお
いては従来通りの広報
先だけではなく、新た
な広報先を模索し、周
知を図ることとしてい
る。

地域振
興課
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

■「史跡米子城跡保
存活用計画」を指針
とした整備基本計画
の策定
⇒平成３０年度まで
に、整備基本計画を
策定します。

史跡米子城跡の計画
的な保存・整備を行う
ために必要となる整備
基本計画の策定を平
成３０年度に計画して
おり、そのために各地
の城跡の整備状況の
把握を行うとともに、策
定に向けた一般市民
参加のワークショップ
を２回開催した。さら
に、整備基本計画の策
定に資するための整備
検討委員会を組織、設
置し、委員会を１回開
催し、委員による現地
視察を行い、整備基本
計画策定に向けた意
見聴取を行った。

－ できるだけ早い段階で
整備基本計画の原案
を作成し、パブリックコ
メントの聴取等を行
い、整備基本計画の策
定を行い、平成31年度
以降の整備事業に向
けた取り組みを進める
こととしている。

文化振
興課

①米子城跡
の保存・活
用・整備と魅
力発信
※施策の追
加

○米子城跡は、郷土の
歴史を理解する上で欠
かすことのできない歴史
遺産です。米子城跡を
確実に保存・管理し、後
世に継承するとともに、
その活用を図っていくこ
とには大きな意義があり
ます。このため、より多く
の人に米子城跡に来て
いただき、その価値や魅
力について理解を深め
ていただけるよう情報発
信及び整備を図る必要
があります。

⇒平成２９年３月に
策定した「史跡米子
城跡保存活用計画」
を指針に今後の保
存、整備に必要な整
備基本計画を策定
し、樹木管理、園路
整備等を適切に実
施するとともに、「米
子城 魅せる！プロ
ジェクト」を展開する
ことにより、城跡と城
下町エリア（下町）等
のＰＲ及び魅力発信
の取組を継続的に
実施します。

史跡米子城跡の保護
と活用を推進するため
には、米子城跡の魅力
に触れる機会を増やし
ていくことが重要であ
り、今後も継続してソフ
ト事業の取り組みを継
続して行うこととしてい
る。
また,さまざまな視点か
らの多様なソフト事業メ
ニューを企画し提供す
ることとしている。

城跡の持つ魅力や価
値を幅広く周知するた
めに、シンポジウム、
現地見学会、ライトアッ
プなどを実施し、市報、
市ホームページ、ガイ
ドマップ（20,000部)の
作成・配布等で情報発
信に努めた。
・城下町がっつり
ウォーク 50名参加・発
掘調査現地説明会
120名参加・天守除草
①20名参加・天守除草
②30名参加・写真コン
テスト 応募39人 108
点・ スタンプラリーⅡ
30名参加・ワークショッ
プ第１回城跡コース 16
名参加・天守除草③30
名参加　・ライトアップ
（天守、二の丸高石垣
など） ・石垣で魅せ
る！山陰三城跡シンポ
ジウム「米子城、鳥取
城、月山富田城」 500
名参加・城山全域現地
ウォーク 110名参加・
ワークショップ第2回城
下町コース21名参加・
2018新年明けまして米
子城！ 400名参加・写
真コンテスト応募作品
の表彰・作品展示（市
役所本庁）

１，０７９人 Ｂ

淀江振興本部
の設置（平成３
０年４月）

淀江振
興課

文化振
興課

⇒淀江振興本部を
設置し、淀江地区の
特色ある史跡、観
光・文化施設などの
地域資源を活かし
た地域づくりを推進
するため、課題等を
整理し、淀江地区の
振興策について検
討します。

淀江振興本部の設立
準備を行うための、現
状を認識し課題を抽出
するための内部組織を
立ち上げ、将来的な方
向性を検討した。

■淀江地区の地域
振興策についての
検討
⇒平成３０年４月に
淀江振興本部を設
置し、淀江地区の振
興策を検討します。

■「米子城 魅せ
る！プロジェクト」の
イベント参加者数
《累計》
⇒平成３１年度にお
いて、６，５００人（平
成２８年度：１，８８６
人）

○淀江地区には、国指
定文化財石馬、上淀廃
寺跡、向山古墳群、妻
木晩田遺跡などの史跡
や名水百選「天の真名
井」、因伯の名水「本宮
の泉」に代表される清ら
かな湧水、日吉神社神
幸神事、淀江さんこ節、
よどえ和傘等の伝統文
化があります。これらの
地域資源を活用し、魅力
を情報発信するため、観
光・文化施設として白鳳
の里、淀江ゆめ温泉、伯
耆古代の丘公園、上淀
白鳳の丘展示館、淀江
どんぐり村などが整備さ
れていますが、施設の
老朽化、観光客の価値
観やニーズの多様化な
どにより、これらの施設
の利用者は年々減少し
ています。淀江地区の
活性化のためには、特
色ある史跡、観光・文化
施設などの地域資源を
連携させた観光ルートづ
くりや魅力発信により、
歴史・文化を活かした地
域づくりを推進する必要
があります。

Ｂ②淀江地区
の歴史・文化
を活かした地
域づくり
※施策の追
加

9Ⅱ

淀江振興本部におい
て、淀江地区の振興策
を検討を行うこととして
いる。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①結婚・妊
娠・出産・子
育てに係る
総合的学習
機会の提供
（ウェブ版ヨ
ネギーズ赤
ちゃんファミ
リー応援大
学）

○結婚・妊娠・出産・子
育てを自分の事として具
体的なイメージができて
いないため、漠然とした
不安を持つ者が少なくあ
りません。このような不
安を解消し、結婚や出産
への前向きな取組を促
すことが、未婚化・晩婚
化などによる少子化の
抑制の観点からも重要
になっています。

⇒結婚・妊娠・出産・
子育てに係る総合
的学習機会を提供
するため、平成２６
年度に実施した講
演会「ヨネギーズ赤
ちゃんファミリー応
援大学」の内容を
「ウェブ版ヨネギー
ズ赤ちゃんファミ
リー応援大学」とし
て市ホームページに
掲載するとともに、
冊子も作成して配布
することで、その情
報の活用を促進しま
す。

■ヨネギーズ赤ちゃ
んファミリー応援大
学冊子配布部数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１，５００
部

平成２６年度に開催し
た「ヨネギーズファミ
リー応援大学」の全10
回の講座の概要を一
冊にまとめた冊子「結
婚から子育て応援ブッ
ク」を高校生向けのプ
レマタニティースクール
等で配布し、若い世代
を中心に、結婚・妊娠・
出産に対する具体的な
イメージを持ってもらえ
るように情報提供を
行った。

５０７部
【内訳】
平成２９年度：３
８７部
平成２８年度：１
２０部

Ｃ 配布先を広げて、配布
数を増やすことで、更
に多くの若い世代に、
結婚・妊娠・出産に関
する情報提供を行い、
結婚・妊娠・出産に前
向きな機運の醸成を
図っていくこととしてい
る。なお、平成３０年度
は、高校、地元企業、
市窓口で配布すること
としている。
※当該事業は、冊子が
なくたった段階で、終
了する計画である。

健康対
策課

1Ⅲ

②こども総合
相談窓口（総
合的な相談
支援体制）の
設置
※施策の追
加

○近年、核家族化や地
域のつながりの希薄化
により、子育てが孤立化
し、子育て家庭の子育て
に対する不安感や負担
感が深刻化する中で、
保育所等における保育
サービスの充実のみな
らず、児童の発達支援
や在宅での子育て支援
などを含め、総合的な子
育て支援の充実が求め
られています。とりわけ、
妊産婦や保護者の不安
感に対しては、専門職員
によるきめ細かな相談
支援も必要となります。
このような子育て家庭の
多様なニーズに対応す
るためには、支援に必要
な情報を一元的に管理
し、関係部署・関係機関
で情報共有しながら、継
続的かつ包括的な相談
支援を提供できる体制
の整備が必要です。

⇒子育て世代包括
支援センターの役割
を担い、また、児童
の発達支援や在宅
での子育て支援な
どに対応する総合
的な相談支援体制
として、こども総合
相談窓口を設置し、
すべての妊産婦、乳
幼児及び児童とそ
の保護者を対象とし
て、切れ目のない支
援を提供します。

■総合的な相談支
援体制の整備
⇒平成３０年度にお
いて、こども総合相
談窓口を設置しま
す。

平成３０年４月にこども
総合相談窓口を設置し
た。

こども総合相談
窓口の設置

Ａ ※目標達成

今後は、研究結果報告
書を参考としながら、
「自転車の活用 の推
進 を視点にしたまちづ
くり」 の検討・推進につ
いては、スポー ツ振興
課を中心とした体制で
取り組むこととしてい
る。

総合政
策課

福祉政
策課

研究結果報告
書の作成

10 Ａ本市の自転車活用施
策の現状、他都市の自
転車活用施策の先進
事例、自転車の活用の
推進を視点にしたまち
づくりについての提案
などを報告書としてとり
まとめた。

■自転車の活用の
推進を視点にしたま
ちづくりの研究
⇒平成２９年度まで
に一定の研究成果
を得ます。

○本市は、「国内トライ
アスロンの発祥地」であ
る皆生温泉を有し、ま
た、「ジャパンエコトラッ
ク」認定第1号ルートであ
るシー・トゥー・サミット
ルート（境港～皆生～大
山）が運用され、さらに
は、中海サイクリング
ロード、白砂青松の弓ヶ
浜サイクリングコースや
コグステーション（皆生
温泉などに設置された
自転車ステーション）も
あるなど、環境面はもと
より、スポーツや観光面
で、あるいは健康づくり
に自転車を活用していく
素地があることから、自
転車の活用の推進を視
点にしたまちづくりが求
められています。
※「ジャパンエコトラック」
は、サイクリングを主とし
たアクティビティ（旅先での
遊び）を楽しみ、周遊しな
がら地域の観光資源を満
喫するジャパンエコトラッ
ク推進協議会が認定する
ルート。

⇒自転車の活用の
推進を視点にしたま
ちづくりに関し研究
するため、庁内に研
究会を設置します。

Ⅱ ①自転車の
活用の推進
に関する庁
内研究会の
設置
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

③若年者に
対する結婚
への意識の
醸成

○ライフスタイルの変化
や経済的な事由等によ
り、若い世代の未婚化・
晩婚化及びこれに伴う
晩産化が進行しており、
これらが少子化の要因
ともなっています。この
ため、若年者に対し、結
婚に伴う必要な知識や
意識の向上を図ることが
必要です。

⇒若年者に対し、結
婚や出産、子育てに
関する知識やライフ
デザインの構築に
資する適切な情報
を提供するためセミ
ナーを開催し、その
結婚への意識の醸
成を図ります。

■結婚等に関する
セミナーへの参加者
数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、３００人

平成２９年１０月に「ア
イマスクDE恋活」およ
び、ワークライフバラン
ス推進月間記念イベン
トとして「ライフプランセ
ミナー」を開催した。

４１人
【内訳】
平成２９年度：２
０人（男性１２
人、女性８人）
平成２８年度：２
１人（男性１０
人、女性１１人）

Ｃ 結婚することが当たり
前ではなくなった今日
多様化したライフスタイ
ルを踏まえ、行政とし
てどこまで婚活を進め
ていくべきかを検討す
ることとしている。
また、より多くのノウハ
ウを持つ民間事業者と
の協力のあり方を含
め、限られた財源のな
かでより大きな成果を
得るための仕組みを併
せて検討することとし
ている。

総合政
策課

④結婚を希
望する若者
への出会い
の場の提供

○中海・宍道湖・大山圏
域の構成市町村とＮＰＯ
等の共同で婚活イベント
を開催していますが、結
婚を希望する若者がより
多く参加し、結婚の希望
が叶うよう、さらに多くの
出会いの場を提供する
必要があります。

⇒引き続き、中海・
宍道湖・大山圏域の
婚活イベントを実施
するとともに、加え
て市内の結婚を支
援するＮＰＯ等が開
催する婚活イベント
への助成等を行うこ
とにより、さらに多様
な出会いの場を創
出します。

■婚活イベントへの
参加者数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、５００人

中海・宍道湖・大山圏
域出会いの場づくり事
業実行委員会におい
て、婚活イベント「Ｕｎ
－ＰＡｋｕ　ｍｅｅｔｉｎｇ　２
０１７」を実施した。参
加者のうち、２組が交
際中（平成２９年１２月
時点）である。
①米子会場（平成２９
年１０月８日）参加者：
６１人、
②松江会場（平成２９
年１０月１日）参加者：
９０人

２６６人
【内訳】
平成２９年度：１
５１人
平成２８年度：４
７人
平成２７年度：６
８人

Ｂ 中海・宍道湖・大山圏
域の構成市町村と協
力し、圏域を盛り上げ
ていくことは継続するも
のの、結婚することが
当たり前ではなくなっ
た今日多様化したライ
フスタイルを踏まえ、行
政としてどこまで婚活
を進めていくべきかを
検討する。また、より多
くのノウハウを持つ民
間事業者との協力の
あり方を含め、限られ
た財源のなかでより大
きな成果を得るための
仕組みを併せて検討
する。

総合政
策課

■保育料の無償化
の対象となった第３
子以降の子どもの
数（無償化実施時）
⇒平成２７年９月（無
償化実施時）におい
て、８８２人（実施
後、当面継続）

－ 平成２７年９月
制度化

（参考）
平成２９年度：９
２０人
平成２８年度：
１，１５５人

（参考）
引き続き、子育て世帯
への経済的支援の一
環として取り組むことと
している。

子育て
支援課

■保育料の無償化
の対象となった第２
子の子どもの数（無
償化実施時）
⇒平成２８年４月（無
償化実施時）におい
て、１８５人（実施
後、当面継続）

－ 平成２８年４月
制度化

（参考）
平成２９年度：３
２１人
平成２８年度：２
７８人

（参考）
引き続き、子育て世帯
への経済的支援の一
環として取り組むことと
している。

子育て
支援課

②小児特別
医療費助成
に係る対象
年齢の拡大

○子育て世帯の経済環
境の問題は、少子化の
要因の一つと言われて
おり、少子化対策とし
て、子育て世帯への経
済的支援が求められて
います。本市では、子ど
もが安心して医療を受け
られるよう子育て世帯を
経済的に支援する小児
特別医療費助成を実施
していますが、その対象
は中学生までとなってい
ます。

⇒子育て世帯への
経済的支援の一環
として、小児特別医
療費助成に係る対
象年齢を１８歳（現
行１５歳）まで拡大し
ます。

■小児特別医療費
助成対象者数（対象
年齢拡大分）
⇒平成２８年度（対
象年齢拡大時）にお
いて、４，５００人（実
施後、当面継続）

－ 平成２８年４月
制度化

（参考）
引き続き、子育て世帯
への経済的支援の一
環として取り組むことと
している。

生活年
金課

1Ⅲ

⇒子育て世帯への
経済的支援の一環
として、第３子以降
の子どもに係る保育
料の無償化及び第
２子の子どもに係る
保育料の一部無償
化（低所得世帯・第
１子同時在園の場
合）を行います。

○我が国の少子化は、
未婚化・晩婚化の進行、
子育て世帯の経済的な
負担感による出生数の
低下のほか、その他
様々な要因が絡み合っ
て進行しています。国立
社会保障・人口問題研
究所の２０１０年の調査
によれば、理想の子ども
の数が２人と答えた夫婦
の割合は約５０％、３人
は約４０％、４人以上は
約５％、１人は約４％と
なっており、半数近くが３
人以上の子どもを持つこ
とを望んでいます。しか
し、３人以上の子どもを
持つことは、子育て、教
育など様々な面で経済
的な負担が大きくなり、
そのことが第３子以降の
子どもを持てない最大の
理由となっており、多子
世帯に一層の配慮を行
い、３人以上の子どもが
持てる環境を整備する
必要があるとの考えが、
国の少子化対策大綱に
おいて示されています。

2 ①多子世帯
等に対する
保育料の無
償化
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①保育所等
の待機児童
解消のため
の受入れ人
数の拡大

○本市の保育所等で
は、年度当初において
総定員の上で待機する
児童は発生してはいま
せんが、その後の出生
や母の育児休業からの
復帰などにより、年度中
途において待機児童が
発生（平成２６年１０月：
６３人）しています。他
方、総定員の上での待
機児童に位置付けされ
ないものの、保護者の保
育所等の選択希望が供
給にそぐわず、結果とし
て自宅において保育さ
れている潜在的な需要
（平成２７年３月：２１６
人）も発生しています。

⇒保育所等の待機
児童解消のため、
子ども子育て支援
事業計画に基づき、
受入れ人数の拡大
（潜在的な需要に対
するものを含む。）を
図ります。また、引
き続き、保護者の保
育所等の選択希望
への調整を図りま
す。

■認定子ども園・保
育所などの受入れ
人数
⇒５年後（平成３１年
度）において、２，２
３３人（平成２７年度
見込み：２，０１７人）
※当該人数は、教
育・保育施設及び地
域型保育事業（家庭
的保育事業）におけ
る３号認定（子ども
が満３歳未満で保育
を希望する場合）の
子どもの受入れ人
数。

低年齢児の受け入れ
数を拡大し、平成２９
年度に１７２人分の定
員増を図った。

（参考）平成２９年１０
月待機児童：４５人

２，０７３人（定
員数）※実入所
者数：２，１３３
人

【参考】
平成２８年度：
１，９０１人（定
員数）
平成２７年度：
１，９１０人（定
員数）

Ａ 引き続き、保育所等の
待機児童解消に向け
取り組むこととしてい
る。

子育て
支援課

②放課後児
童クラブの待
機児童解消
のための受
入れ人数の
拡大

○放課後児童健全育成
事業における放課後児
童クラブに関するニーズ
調査等（潜在ニーズを含
む。）によると、必要な定
員の総数に対し供給が
不足し、待機児童が発
生しています。（平成２７
年度見込み：需要2，284
人に対し、供給の不足８
５４人）また、市の施設で
ある「なかよし学級」にお
いても、入級できない児
童があります。

⇒放課後児童クラブ
の待機児童解消の
ため、子ども子育て
支援事業計画に基
づき、受入れ人数の
拡大（潜在的な需要
に対するものを含
む。）を図ります。

■放課後児童クラブ
の受入れ人数
⇒５年後（平成３１年
度）において、２，２
６０人（平成２７年度
見込み：１，４３０人）

民間放課後児童クラブ
は、１クラブ閉所した
が、４クラブ拡張・新規
開設し、淀江なかよし
学級を１クラス増やし、
定員増を図った。

１，６９６人（定
員数）※実利用
者数：１，４３６
人

【参考】
平成２８年度：
１，５４５人（定
員数）
平成２７年度：
１，５４５人（定
員数）

Ｂ 引き続き、放課後児童
クラブの待機児童解消
に向け取り組むこととし
ている。

子育て
支援課

③病児・病後
児保育の推
進

○病中又は病気回復期
の子どもについて、保護
者の勤務の都合により
家庭での保育が困難な
場合に、医療機関等に
併設した施設で一時的
に保育等を実施する病
児・病後児保育に関する
ニーズ調査（潜在ニーズ
を含む。）によると、必要
な定員の総数に対し供
給が不足しています。
（平成２７年度見込み：
需要１６，１６４人に対
し、供給の不足３，３４７
人）

⇒子ども子育て支
援事業計画に基づ
き、病児・病後児保
育事業を実施する
医療機関等の増加
（潜在的な需要に対
するものを含む。）を
図ります。

■病児・病後児保育
事業の実施箇所数
⇒５年後（平成３１年
度）において、５箇所
（平成２６年度：２箇
所）

平成２８年度と同様に
３箇所で事業実施し
た。また、広域利用を
開始した。（日吉津村、
大山町、南部町、伯耆
町、江府町）

３箇所

【参考】
平成２８年度：３
箇所
平成２７年度：３
箇所

Ｂ 施設数の増加、受入れ
定員数の増加に向け
た検討を行うこととして
いる。

子育て
支援課

④保育の質
の向上を図
る私立保育
所等への支
援

○私立保育所等には、
保育の質の向上を図る
ため、国が定める児童
福祉施設等の最低基準
を超えて、保育士の加
配や保育環境の整備が
求められています。私立
保育所等における保育
の質の向上を促進する
ためには、運営費の補
助による行政支援が求
められています。

⇒保育士の加配（障
がい児保育・乳児保
育・1歳児保育に係
るもの）や保育環境
の整備を行う私立
保育所等に対して
運営費を補助しま
す。

■最低基準に対し
職員を加配した私立
保育所等の割合
⇒５年後（平成３１年
度）においても、１０
０%（平成２６年度：１
００%）

平成２８年度と同様
に、国が定める最低基
準を超えて職員を配置
する等、保育士の加配
や保育環境の整備に
取り組む私立保育所
及び認定こども園に対
しての補助を行った。
（私立保育所２６園、認
定こども園５園）

９６%

【参考】
平成２８年度：９
６％
平成２７年度：９
６％

Ｂ 子ども・子育て支援新
制度移行後３年が経
過し、現場実態や保育
ニーズを踏まえ、見直
しを検討。平成３０年
度以降は一時預かり
事業、障がい児保育事
業に対して手厚く補助
することとしている。

子育て
支援課

3Ⅲ
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

■６か月児健康診
査の受診率
⇒５年後（平成３１年
度）において、１００%
（平成２６年度：９８．
０%）

平成29年度は対象者
１３４０人に対して受診
者は１３２２人。受診率
は９８.７％。
未受診者へはハガキ
による受診勧奨を実
施。２か月未受診の場
合は地区の担当保健
師へ訪問の依頼。保健
師は電話、手紙、訪問
などで全件把握に努め
た。

９８．７%

【参考】
平成２８年度：９
９．２％
平成２７年度：９
７．７％

Ｂ 健診の未受診者へは
地区の担当保健師が
家庭訪問や電話連絡
等で受診勧奨を行うと
ともに、家庭状況や児
の発達状況の把握に
努めた。支援者により
支援内容に偏りが出な
いように平成30年度よ
り未受診者の対応のた
めのフローチャートを
作成し導入することと
している。

健康対
策課

■１歳６か月児健康
診査の受診率
⇒５年後（平成３１年
度）において、１００%
（平成２６年度：９８．
１%）

対象１３１８人に対して
受診が１３０５人で受
診率は９８．７％。未受
診者にはアンケート送
付の後に地区担当保
健師が電話、手紙、訪
問などで全数把握に努
めた。結果、未把握３
件であった。

９９%

【参考】
平成２８年度：９
９．２％
平成２７年度：９
７．１％

Ｂ 健診未受診者へは家
庭訪問、電話連絡等で
受診勧奨を行ったが、
未把握が０件には至ら
なかったため、引き続
き受診勧奨に努めるこ
ととしている。
また、今年度よりフ
ロー図の導入し、未受
診者の対応方法の共
通理解と強化を図るこ
ととしている。

健康対
策課

■３歳児健康診査
の受診率
⇒５年後（平成３１年
度）において、１００%
（平成２６年度：９８．
０%）

対象１３１８人に対して
受診が１３０５人で受
診率は９８．７％。未受
診者にはアンケート送
付の後に地区担当保
健師が電話、手紙、訪
問などで全数把握に努
めた。結果、未把握３
件であった。

９８．７%

【参考】
平成２８年度：９
９.０％
平成２７年度：９
７．８％

Ｂ 健診未受診者へは家
庭訪問、電話連絡等で
受診勧奨を行ったが、
未把握が０件には至ら
なかったため、引き続
き受診勧奨に努めるこ
ととしている。
また、未受診者の実情
把握や支援方法の見
直しをし、今年度よりフ
ロー図を作成し、対応
方法の共通理解と強
化を図った。

健康対
策課

②地域での
育児支援の
充実

○核家族化等により、家
庭での育児力が低下
し、育児不安や育児負
担を感じている親、ある
いは、地域でのつながり
が希薄になる中で身近
に相談者がおらず、孤立
している親もいます。こ
の中には、虐待につな
がる危険がある家庭も
あります。このため、地
域での育児支援を充実
していく必要性がありま
す。

⇒引き続き、「マタニ
ティ＆ベビー相談」、
「赤ちゃんすくすく相
談」の実施により、
育児不安、育児負
担感の軽減を図りま
す。また、新たに各
地区への出前相談
も実施します。

■マタニティ＆ベ
ビー相談、赤ちゃん
すくすく相談の参加
者数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、１，３
００人（平成２６年
度：１，１１９人）

育児不安、育児負担感
の軽減を図るため、次
のとおり育児支援を実
施した。
①マタニティー＆ベ
ビー相談」
・月～金（平日）午後１
時半～４時
・内容：妊娠中の心配
事、おっぱいについ
て、赤ちゃんの相談な
ど
②赤ちゃんすくすく相
談
・毎月１回、午前９時～
１２時
・内容：身体測定、おっ
ぱい相談、栄養相談、
歯科相談、育児相談
③子育て支援センター
（出前相談）
・内容：離乳食や幼児
食の栄養相談

１，３５３人
（内訳）
「マタニティ＆ベ
ビー相談」
・来所相談：409
人
・電話相談：218
人
「赤ちゃんすくす
く相談」
・相談者数：726
人

【参考】
平成２８年度：
１，２４３人
平成２７年度：
１，１８７人

Ａ 子育ての不安感や負
担感の軽減が図られる
ように、個々の問題に
対して、よりきめ細や
かな保健指導を行って
いくこととしている。

健康対
策課

Ⅲ 4 ⇒引き続き、乳幼児
健診の受診促進を
図るため、健診時に
おいて、保護者の心
配事について相談
することができる機
会を積極的に提供
するとともに、次回
受診のＰＲを行いま
す。なお、未受診の
乳幼児については、
その状況把握のた
め、引き続き、アン
ケートを実施すると
ともに、新たに、訪
問や電話連絡によ
る状況把握も行いま
す。

○乳幼児の健康と安全
を守ることは、少子化の
抑制、地域社会を担う将
来世代の育成を図る観
点でも重要になっていま
すが、集団乳幼児健診
（６か月児、１歳６か月
児、３歳児）の受診率
は、近年ほぼ横ばいで
あり、１００％には至って
いません。未受診の乳
幼児については、未受
診の理由や乳幼児の状
態が確認できない場合
も存在し、その中には、
虐待リスクが心配される
ケースもあります。また、
核家族化等により、近年
の保護者は育児不安や
孤立感を抱えることが多
く、相談相手がいない保
護者も増えていることか
ら、健診時を利用し、保
護者の心配事について
相談の機会を提供する
ことも求められていま
す。

①乳幼児健
診の受診促
進
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

■発達障がいへの
切れ目のない支援
に向けた専門相談
センターの設置
⇒平成３０年度にお
いて、発達障がいへ
の切れ目のない支
援を含む、総合的な
相談支援体制の整
備として、こども総合
相談窓口を設置しま
す。
※目標達成時期の
明確化

福祉政策課を中心に、
発達障がい支援検討
会（学校教育課、障が
い者支援課、こども未
来課。健康対策課）を
開催し、５歳児健診の
具体的な実施方法、発
達障がい等への切れ
目のない総合的な支
援のため、こども総合
相談窓口の設置に向
けての検討を行った。

こども総合相談
窓口の設置（平
成３０年４月）

Ａ ※目達成済 福祉政
策課

■５歳児健診の実
施
⇒平成３０年度か
ら、５歳児健診を実
施します。

－ － － 健康対
策課

5 ①特定不妊
治療等に係
る費用の助
成

○不妊治療技術の向上
と特定不妊治療に対す
る社会的認知の高まり
に伴い、不妊治療を受
ける夫婦が増えていま
すが、特定不妊治療は、
保険診療ではないため
多額の費用（１回数十万
円）を必要とし、経済的
に妊娠をあきらめざるを
得ない夫婦もあります。
特定不妊治療への経済
的支援としては、国が定
める基準の回数（初回４
０歳未満は計６回、初回
４３歳未満は計３回）ま
では、国・県・市の助成
があり、同回数を超えた
回数については、県の
助成があるものの、なお
経済的負担は大きなも
のとなっています。

⇒不妊治療を選択、
希望する夫婦の経
済的負担をさらに軽
減するため、国が定
める基準の回数を
超えた回数につい
て、市の助成を上乗
せします。

■特定不妊治療単
市助成の件数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１５０件
※現行の市助成の
件数（国が定める基
準の回数までのも
の）は、平成２６年度
において、特定不妊
治療が２４０件、人
工授精が１４５件。

国が定める基準の回
数を超えた回数につい
て、市の助成を上乗せ
して実施した。

１７０件
【内訳】
平成２９年度：６
２件
（参考）
平成２９年度全
体のデータ
・特定不妊治
療：２６９件
・人工授精：２７
３件
平成２８年度：８
０件
平成２７年度：２
８件

Ａ 引き続き、市の広報・
ホームページ、チラシ
等を活用し、市の助成
制度について広く周知
を図っていくこととして
いる。

健康対
策課

4Ⅲ ■ペアレントトレーニ
ングの参加者数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、８０組

３歳～６歳までの未就
学児の保護者のうち発
達が気になる保護者
や子育てに困り感のあ
る保護者を対象にグ
ループワークを通して
子育てが楽しくラクに
なるような対応を仲間
と一緒に学ぶ教室を実
施した。
・１クール（５回シリー
ズ）×２回
・スタッフ：保健師、保
育士、発達支援員、臨
床心理士、ペアレントメ
ンター等
また平成２８年度H２９
年度の講座参加者に
周知を行い、同窓会と
称してフォロー教室を
実施した(１回)

４６組
【内訳】
平成２９年度：１
８組
（参考）
・１クール　参加
者１１組
・２クール　参加
者７組
⇒延べ１８組
・同窓会　参加
者　７組
平成２８年度：２
８組

Ａ 引き続き、子育てに困
難さを感じる保護者を
対象とし、子育ての「コ
ツ」「ワザ」を習得する
機会を設けることで、
今より楽しい子育てを
することができるように
教室を実施していくこと
としている。
また、これまでの講座
修了生を対象にした
フォロー教室を引き続
き実施し、参加者同士
の関わりの場としてい
くこととし、周知につい
ては、分かりやすく写
真やイラストを用いて
参加者が講座につい
てイメージしやすいよう
にしていくこととしてい
る。

⇒診断結果がでて
いないグレーゾーン
の状態から親の気
づきを促し、支援が
受けられ、親への支
援を通して子の成長
を促すため、ペアレ
ントトレーニングを実
施します。さらに、親
への子の正常な発
達・発育の啓発や親
の気づきを促すた
め、また、心を育て
る上手な関わり方な
どの情報提供のた
め、親育て講演会を
実施します。

発達障がいへの切
れ目のない支援に
向け、専門相談セン
ターの設置など一元
的な相談体制の構
築、幼児期から就学
期・青年期への継続
的な支援、全ての5
歳児を対象にした健
診の実施など必要
な取組を行います。

健康対
策課

④発達障が
いへの切れ
目のない支
援に向けた
取組

③発達障が
いに関しグ
レーゾーンの
子の親に対
する支援（ペ
アレントト
レーニング）

○近年、保育所や教育
の場で、発達障がいに
関しグレーゾーンの子
（集団での過ごし方や感
情・行動のコントロール
が不得手、親の言葉に
注目しにくい等、発達上
の偏りを持つ子）が急激
に増えています。このよ
うな中で、年齢に応じた
正常な発達・発育を理解
していない親がおり、対
応が遅れるケースがあ
ります。また、何となく子
育てしにくい、意思疎通
がしにくい、どのように対
応してよいのか分からな
いという不安や戸惑いを
感じている親も少なくあ
りません。これらのこと
から、二次障害（二次的
な障がい、自己評価の
低下やうつ病、ひきこも
り等）の予防という観点
から、早期に支援を開始
することが重要になって
います。

○近年、保育所、幼稚
園や教育の場で、集団
での過ごし方や感情・行
動のコントロールが不得
手、親の言葉に注目しに
くい等、発達が気になる
子どもが増えてきていま
す。このような中で、本
市の発達障がいへの支
援の状況については、
専門家等により、５歳児
健診の受診機会や相談
機会の希薄さ、乳幼児、
小中学生、高校生、高
校卒業後の各時期にお
ける市・県の行政間及び
市の担当部局間での縦
割りの弊害、また、医
師、看護師のほか専門
職のマンパワー不足に
より、発達障がいへの切
れ目のない支援が十分
でないと指摘されていま
す。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②妊婦健診
の受診促進

○妊婦健診（妊婦健康
診査）は、妊婦と胎児の
健康を守り、無事に出産
を迎えるために引き続き
必要であり、少子化の抑
制の観点からも重要と
なっていますが、妊婦健
診の受診率は、一部の
妊婦において、その重要
性の理解不足からか未
受診の者があり、１０
０％に至っていません。

⇒引き続き、妊婦健
診の受診促進を図
るため、母子手帳交
付時やマタニティー
スクールなどの機会
を捉え、その重要性
の説明と受診勧奨
を徹底します。

■妊婦健診受診率
⇒５年後（平成３１年
度）において、１００%
（平成２６年度：９４．
５%）

母子手帳交付時に妊
婦健診の重要性、必要
性を説明した。転入の
妊婦へも受診券を差し
替え、母子手帳交付時
と同様に説明した。ま
た、県外で里帰り出産
をする妊婦に対しては
還付金制度を実施して
いる。
２８年度から引き続き
母子手帳の交付を個
室で行い、落ち着いて
相談のできる環境を整
えた。

９９．９%
※２９年度妊婦
健診受診票交
付数：1354件
※２９年度妊婦
健診受診者数
（初回）1356人

【参考】
平成２８年度：９
３．１%
平成２７年度：９
４．６%

Ｂ 母子手帳交付時に１４
回分の受診票を交付
するが、交付した者に
ついてはほぼ全数受
診されているので、引
き続き、妊婦健診の重
要性、必要性について
母子手帳交付時に説
明していく。また、地区
担当の保健師との顔
合わせも積極的に行っ
ていく。

健康対
策課

■ワーク・ライフ・バ
ランス推進月間イベ
ント参加者数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、４００人

１５０人
【内訳】
平成２９年度：８
０人
平成２８年度：７
０人

Ｂ 引き続き、ワーク・ライ
フ・バランス推進企業
の取組事例の情報発
信を行いワーク・ライ
フ・バランスの促進を
図ることとしている。

男女共
同参画
推進課

■ワーク・ライフ・バ
ランス推進月間イベ
ント協力企業数《累
計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、２０社

１２社
【内訳】
平成２９年度：８
社
平成２８年度：４
社

Ｂ 引き続き、ワーク・ライ
フ・バランス推進企業
の取組事例の情報発
信を行いワーク・ライ
フ・バランスの促進を
図ることとしている。

男女共
同参画
推進課

6

Ⅲ 5

■プレマタニティス
クールの参加者数
《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、１６０
人（平成２６年度：７
２人）

Ｃ６０名
（内訳）
１年生４３名
２年生１７名

【参考】
平成２８年度：１
００人
平成２７年度：７
６人

③プレマタニ
ティスクール
の充実

○プレマタニティ（高校
生など妊娠前の者）の世
代から妊娠・出産・子育
てについて学ぶ機会が
少なく、その機会の提供
は、少子化の要因の一
つとされている未婚化・
晩婚化の抑制の観点か
らも重要になっていま
す。また、十分な学びの
機会がなく、妊娠・出産・
子育てについて具体的
なイメージを持てないま
ま、妊娠・出産・子育て
に至り、育児不安や育
児負担を感じている者も
少なくありません。

①ワーク・ラ
イフ・バラン
ス推進月間
の設定（イベ
ント開催）に
よる啓発

○仕事と生活の間で、そ
の調和を欠く問題を抱え
る人が多く見られ、それ
が将来への不安となり、
また豊かさを実感できな
い大きな要因となり、こ
のことが、社会の活力の
低下や少子化・人口減
少にも関係すると言わ
れています。このことを
解決していくためには、
仕事の面では、働きや
すい職場づくり、長時間
労働の抑制、有給休暇
や育児・介護休暇等の
取得しやすい職場環境
づくりなど、生活の面で
は、男女共同参画意識
の向上、男性の家事・育
児などへの参加、子育
て・介護支援の充実な
ど、いわゆる仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の実現を図る
ことが求められていま
す。

⇒ワーク・ライフ・バ
ランスに対する理解
の促進とその実現
に向けた気運の一
層の醸成を図るた
め、「ワーク・ライフ・
バランス推進月間」
を設定して、広報・
啓発に繋がるイベン
トを企業の協力を得
て開催します。

平成２９年１０月２９日
にワーク・ライフ・バラ
ンス推進月間記念講
演会を開催した。平成
２９年度は、地方創生
推進課（「結婚ってい～
な！」事業）及び米子
商工会議所と連携し共
同開催することで、企
業経営者や若年者の
参加促進を図った。

《内容》
①講演１
若者の結婚の希望を
叶えるためのワーク・ラ
イフ・バランス
　講演２
わが社のワーク・ライ
フ・バランス～働いて
楽しい企業を目指して
～
　講演３
ワーク・ライフ・バラン
スの充実～住んで楽し
い米子市を目指して～

②講演会会場におい
てワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業の取り組
み事例を紹介した。

妊娠・出産・子育てに
ついて学ぶ機会とし
て、次のとおりプレマタ
ニティスクールを開催
した。
①６月９日、２３日
・対象：米子高校　１年
生
・内容：妊娠シュミレー
ターを使用し妊婦体
験、赤ちゃん人形を使
用しお世話体験、「赤
ちゃん」と「子育て」を
キーワードにグループ
ワーク、食の大切さに
ついての講義
平成２８年度に作成し
た冊子「結婚から子育
て応援ブック」を活用し
ながら実施。
②５月８日
・対象：米子高校　２年
生
・内容：講義「性とは何
か」「妊娠の成立と胎
児の成長」「胎内環境
を守る」、グループワー
ク「生殖の健康を守る
ために、今自分たちに
出来ることには、どん
なことがあるだろう
か？」

現在、選択科目履修者
だけを対象としている
が、３０年度は１年生
全員を対象にプレマタ
ニティースクールを実
施するよう内容と日程
を検討することとしてい
る。

⇒安心して妊娠・出
産・子育てすること
ができるよう、引き
続き、高校生に対
し、妊婦体験や赤
ちゃんのお世話、離
乳食を見るなどの体
験教室（プレマタニ
ティスクール）を開
催します。なお、プレ
マタニティスクール
の充実として、高校
生対象の開催回数
の増加と中学生へ
の対象の拡大を図
ります。

健康対
策課

29



ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②ワーク・ラ
イフ・バラン
ス推進企業
の取組事例
の情報発信
による啓発

○仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）の実現を図ることが
求められている中で、企
業には、働きやすい職
場づくり、長時間労働の
抑制、有給休暇や育児・
介護休暇等の取得しや
すい職場環境づくりなど
の取組が求められてお
り、今後も企業における
ワーク・ライフ・バランス
推進をさらに促進する必
要があります。

⇒企業における
ワーク・ライフ・バラ
ンス推進をさらに促
進するため、ワー
ク・ライフ・バランス
推進企業の取組事
例を広く情報発信し
ます。

■ワーク・ライフ・バ
ランス推進企業取組
事例紹介数《年間》
⇒５年後（平成３１年
度）において、１２件

広報よなご７月号～１
０月号にワーク・ライ
フ・バランスについての
市内の企業の取組事
例の特集記事を連載
し、企業におけるワー
ク・ライフ・バランスに
ついて情報発信した。

８件
【内訳】
平成２９年度：４
件
平成２８年度：４
件
※

Ａ 引き続き、ワーク・ライ
フ・バランス推進企業
の取組事例の情報発
信を行いワーク・ライ
フ・バランスの促進を
図ることとしている。

男女共
同参画
推進課

■開発した保育版
状態把握プログラム
を用いて実証実験を
行う保育所等の数
⇒平成２８年度にお
いて、4箇所（平成３
１年度まで継続）
※施策の継続実施
に伴う修正等

地方創生推進交付金
を活用して、岐阜県美
濃加茂市と連携し、市
内の保育園等にて「状
態把握プログラム」の
実証実験を実施し、
データの蓄積と活用の
深化拡大に取り組ん
だ。

４箇所

【参考】
平成２８年度：４
箇所

Ａ 引き続き、美濃加茂市
と連携して、保育の質
の向上、保育士の負担
軽減などに取り組むこ
ととしている。

子育て
支援課

■保育版状態把握
プログラムの普及展
開を行うセミナー等
の開催回数《年間》
⇒平成３１年度にお
いて、４回
※施策の継続実施
に伴う修正等

操作説明会を１回、
フィードバック会議を２
回、広域連携会議を１
回開催し、「状態把握
プログラム」の普及展
開に取り組んだ。

４回

【参考】
平成２８年度：３
回

Ａ 入力データを活用して
の振り返り方法や、事
例検討について、活用
ガイドラインを作成する
ことで、プログラムの有
用性を高め、普及展開
につなげることとしてい
る。

子育て
支援課

■保育業務支援シ
ステムを導入した保
育所等の数
⇒平成２８年度にお
いて、１０ヵ所

－ － 子育て
支援課

■事故予防等のた
めのビデオカメラを
設置した保育所等
の数
⇒平成２８年度にお
いて、２２ヵ所

－ － 子育て
支援課

④介護ロボッ
ト導入による
介護現場の
環境改善の
促進

○国は、介護サービスを
支える介護人材の確
保、介護従事者の負担
軽減や効率化に資する
ための取組の一つとし
て、介護ロボットの効果
的な活用方法の検討や
開発、その導入支援等
の迅速化を図ることとさ
れています。介護ロボッ
トは、介護従事者の負担
軽減だけではなく、要介
護者の転倒事故等を防
ぎ、日常生活の安全性
を確保するため、その普
及が期待されています。

⇒先駆的な取組とし
て介護ロボットを導
入する介護サービ
ス事業所に対し、そ
の費用を助成し、介
護現場の環境改善
を促進します。

■介護ロボットを導
入する介護サービス
事業所数
⇒平成２８年度にお
いて、１０事業所

－ － 長寿社
会課

6Ⅲ

③ＩＣＴ等を活
用した保育
現場の環境
改善の促進

○全国的に待機児童問
題が叫ばれて久しいで
すが、保育所という施設
整備の面のみならず、
保育サービスの担い手
の面でも大きな課題が
存在しています。とりわ
け保育サービスの担い
手である保育士は、低
賃金や膨大な業務量、
保護者からの保育の質
の向上への期待の高ま
り等により慢性的に人材
不足の状態が続いてお
り、その確保が困難に
なっていることから、保
育士を取り巻く職場環境
の改善が求められてい
ます。

⇒次に掲げる取組
を行います。
ア　共通の課題認
識をもつ岐阜県美
濃加茂市と連携し、
個々の保育士の園
児に対する「気づ
き」を見える化し、園
児の状態を客観的
に評価するＩＣＴ（情
報通信技術）を活用
した「状態把握プロ
グラム」を開発しま
す。開発したプログ
ラムは、選定したモ
デル保育現場で、
「気づき」データ活用
の定着及び拡大を
目的とした実証実験
を行い、保育の質の
向上及び保育士の
スキル・生産性の向
上等に繋げること
で、保育士を取り巻
く職場環境の改善を
促進します。
イ　保育士の業務負
担を軽減するため
の保育業務支援シ
ステム及び事故予
防等のためのビデ
オカメラを導入する
保育所等を支援し、
保育現場の環境改
善を促進します。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

■移住セミナー・相
談会参加者数（圏域
全体）
⇒平成２７年度にお
いて、５０人

－ － 総合政
策課

■移住体験ツアー
参加者数（圏域全
体）
⇒平成２７年度にお
いて、２０人

－ － 総合政
策課

■移住促進ＰＲパン
フレット作成数（圏域
全体）
⇒平成２７年度にお
いて、１，５００部

－ － 総合政
策課

■移住体験モニター
映像コンテンツ累計
視聴数（圏域全体）
⇒平成２８年度にお
いて、１０，０００視
聴

－ － 総合政
策課

■移住定住ポータ
ルサイト累計アクセ
ス数（圏域全体）
⇒平成２８年度にお
いて、１００，０００Ｐ
Ｖ

－ － 総合政
策課

①－Ｃ鳥取
県西部圏域
が連携した
移住定住の
取組の継続
的な展開
※施策の追
加

○鳥取県西部圏域の９
市町村が連携した移住
定住の取組では、これま
で移住セミナー・相談
会、移住体験ツアー、移
住定住促進パンフレッ
ト・移住定住ポータルサ
イトによる情報発信など
を実施してきましたが、
圏域全体の人口減少の
抑制を図るため、今後も
効果的な取組を継続す
る必要があります。

⇒引き続き、鳥取県
西部圏域の９市町
村が連携し、圏域の
魅力や暮らしやすさ
などの情報発信、移
住体験機会の提供
等、移住定住の取
組の継続的な展開
を図ります。

■県外からの移住
者数の圏域合計《累
計》
⇒平成３１年度まで
に、４，５００人（平成
２７年度～平成２８
年度累計：１，８７３
人）

平成２８年度に構築し
た「とっとりＷＥＳＴ移住
ポータルサイト」をＰＲ
するため、チラシ・ポス
ターを作成しは配布し
た。
（配布部数）
　チラシ：１３４４部
　ポスター：２６部
（主な配布先）
　ふるさと鳥取県定住
機構
　鳥取県関西本部・東
京本部
　とっとり・おかやま新
橋館
　移住・定住交流情報
ガーデン

２，８０６人
【内訳】
平成２９年度：９
３３人

Ａ 平成３０年度は鳥取県
移住定住推進交付金
を活用し、圏域の魅力
や暮らしやすさの情報
発信に一層取り組んで
いくこととしている。

総合政
策課

Ⅳ 1

①－Ｂ鳥取
県西部圏域
移住定住推
進加速化連
携事業の実
施（移住体験
モニター、移
住定住ポー
タルサイト）

①－Ａ鳥取
県西部圏域
移住定住推
進連携事業
の実施（移住
セミナー・相
談会、移住体
験ツアー、移
住促進ＰＲパ
ンフレット）

○鳥取県西部圏域の９
市町村は、都市圏での
移住定住相談会や移住
体験ツアー等の移住定
住施策を実施してきまし
たが、圏域の全国的な
認知度は低く、移住検討
者の移住先候補の選択
肢になりにくいのが現状
です。今後、圏域におい
て移住定住の推進を加
速化させていくために
は、圏域の認知度の向
上を図る必要がありま
す。

○鳥取県西部圏域の９
市町村は、生活圏、経
済圏等を共にしていま
す。今後推測されている
人口減少に対し、生活
圏・経済圏等の衰退の
緩和、又は維持を図り、
今後も圏域の活力を保
持するため、圏域外、特
に都市部から圏域内へ
の移住定住を一層進め
る必要があります。

⇒鳥取県西部圏域
の９市町村が連携
し、各市町村のバラ
エティに富んだ想像
以上の暮らしやすさ
を体験していただく
「移住体験モニター」
を首都圏等から募
集し、その様子を映
像コンテンツに編集
し、移住定住ポータ
ルサイトやSNSなど
で全国に情報発信
することにより、圏
域の認知度の向上
を図り、既存の移住
定住推進施策へと
誘導して圏域内へ
の移住を促進しま
す。

⇒鳥取県西部圏域
の９市町村が連携
し、関西圏在住の移
住希望者等に対す
るセミナー・相談会
及び体験ツアーを
実施するとともに、
住居・仕事等に係る
移住者支援施策、
子育て環境など、圏
域の特色をまとめた
移住定住促進パン
フレットを作成しま
す。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

1Ⅳ ②-Ａ鳥取県
西部圏域版
「ＤＭＯ」推進
調査事業の
実施

②－Ｂパワー
ド　Ｂy　大山
ＤＭＯ設立基
盤構築事業
の実施

■大山周辺圏域の
観光客入込み客数
《年間》
⇒平成２８年度にお
いて、４５９万人以上
（平成２６年度：４５４
万５千人）

－ －

○大山寺開山１３００年
を契機とし圏域の活性
化を図ろうとする機運が
高まる中で、官民が一
体となって事業を推進す
るイメージが構築されて
いません。また、今後の
増加が予想される外国
人旅行者について、受
け入れ環境の整備を行
う必要があります。さら
に、地域産品や歴史等
の地域資源を有効に活
用した地域ブランドの確
立が不十分であり、圏域
全体の活性化を目指し
た地域プラットホームを
検討する必要がありま
す。

－

⇒圏域におけるＤＭ
Ｏの設立基盤の構
築に向け、民間企業
の販売戦略と圏域
の市町村が協調し、
統一的なブランドイ
メージを構築し、官
民が一体となって情
報発信の取組を行
う「大山パワーブラ
ンド化」を推進しま
す。また、インバウ
ンド及び地域住民の
外国人観光客受け
入れに役立つ観光
パンフレット等の制
作、圏域に滞留する
仕組みづくりとして
大山山麓地域日本
遺産活用事業、大
山エコトラックシステ
ム構築事業、圏域
版周遊バスと情報
提供アプリによる周
遊促進事業に取り
組みます。

－■鳥取県西部圏域
版「ＤＭＯ」推進調査
事業
⇒平成２７年度にお
いて、調査結果の報
告書を取りまとめま
す。

○平成２７年度に実施し
た圏域の認知度調査で
は、「全国的に圏域の認
知度が低いことに加え、
認知度が低いと来訪意
向も低い」という結果が
出ました。また、全国的
に外国人旅行者が急増
していますが、圏域では
外国人旅行者に対する
各種インフラ整備やイン
バウンドに対する受け入
れ側の意識が十分に醸
成されている状況とは
なっていません。圏域の
知名度向上には、圏域
のランドマークでもある
「大山」を全国に情報発
信してパワーブランド化
することが期待されてお
り、併せて、急増する外
国人観光客に対する受
け入れ環境の整備や観
光客が圏域で滞留する
仕組みの構築が急務と
なっています。

⇒次に掲げる取組を
行います。
ア　圏域の観光振興
におけるＳ・Ｗ・Ｏ・Ｔ
分析の実施、また、
今後の同分野の取組
に反映させるため、地
域資源、２次交通、
Wi-Fi環境、ユニバー
サルデザイン化など
について調査・研究を
実施します。（鳥取県
西部圏域版「ＤＭＯ」
推進調査事業）
イ　圏域の特産品開
発を含めた地域ブラ
ンド構築の構想を策
定します。
ウ　上記の調査等の
結果を踏まえ、圏域
におけるＤＭＯ（観光
地域づくりの中心組
織）の設立を目指しま
す。

※「ＤＭＯ（DestinＡ
tion　MＡrketing／MＡ
nＡgement　OrgＡnizＡ
tion）」とは、様々な地
域資源を組み合わせ
た観光地の一体的な
ブランドづくり、ウェ
ブ・SNS等を活用した
情報発信・ブロモー
ション、効果的なマー
ケティング、戦略策定
等について、地域が
主体的になって行う
観光地域づくりの推
進主体。
※「Ｓ・Ｗ・Ｏ・Ｔ分析」
とは、目標を達成する
ために意思決定を必
要としている組織や
個人のプロジェクトや
ベンチャービジネスな
どにおいて、外部環
境や内部環境を強み
(Strengths)、弱み(We
Ａknesses)、機会
(Opportunities)、脅威
(ThreＡts) の４つのカ
テゴリーで要因分析
し、事業環境変化に
対応した経営資源の
最適活用を図る経営
戦略策定方法の一
つ。

観光課

観光課
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

②－Ｃ伯耆
国「大山開山
１３００年祭」
推進事業の
実施

○圏域の名峰「大山」
は、平成３０年に大山開
山１３００年を迎えます。
「大山」は、日本最古の
地理書『出雲国風土記』
（733年）に日本最古の
神山として記載されると
ともに、古くから日本四
名山として知られている
など、観光資源としての
ポテンシャルは全国他
地域と比べても劣ってい
ませんが、鳥取県の認
知度調査では首都圏を
中心に認知度が低い結
果となっており、国内外
からの観光客を増やし、
地域活性化を図るため
には、圏域の知名度向
上に向けた官民一体の
取組が必要です。

⇒官民が一体となり
歴史、自然、観光、
食の４分野で役割
分担し行動するアク
ションプランを創り上
げ、伯耆国「大山開
山１３００年祭」PR
事業を実施します。

■大山周辺圏域の
観光客入込み客数
《年間》
⇒平成２８年度にお
いて、４５９万人以上
（平成２６年度：４５４
万５千人）

観光課

■鳥取県西部圏域
の観光客入込み客
数《年間》
⇒平成３1年度にお
いて、503万6千人以
上（平成２７年度：４
４３万１千人）

３７９万９千人

【参考】
平成２８年度：４
２７万９千人

Ｃ 観光課

■鳥取県西部圏域
の外国人宿泊客数
《年間》
⇒平成３1年度にお
いて、６０，０００人
以上（平成２７年度：
４０，３６３人）

５８，２５７人

【参考】
平成２８年度：４
３，０６８人

Ａ 観光課

■米子市観光セン
ターの利用者数《年
間》
⇒平成３１年度にお
いて、１１３，０００人
以上（平成２７年度：
１０４，７８０人）

９９，１２０人 Ｃ 観光課

■米子市観光セン
ターの総売上高《年
間》
⇒平成３１年度にお
いて、４０，０００千
円以上（平成２７年
度：９，５００千円）

６，８３０千円 Ｃ 観光課

1Ⅳ

②－D名峰
「大山」ととも
に生きる・鳥
取県西部圏
域の広域観
光推進プロ
ジェクトの実
施

引き続き、地域再生計
画（名峰「大山」ととも
に生きる・鳥取県西部
圏域の広域観光推進
プロジェクト）に基づ
き、地方創生推進交付
金を活用して、伯耆国
「大山開山１３００年
祭」の関連事業、広域
観光の中核的な推進
体制（ＤＭＯ）の構築等
に向けて取り組むこと
としている。

改修工事に伴い、多目
的ホール・会議室は使
用を中止し、素鳳ふる
さと館は休館し、手しご
とギャラリーkＡikeは仮
店舗で営業したため、
利用者数、売上高が減
少することとなったが、
今後は観光センターを
圏域の観光拠点として
活用するほか、集客性
のあるイベント実施
や、ギャラリーの集客
向上のほか、施設利用
のＰＲを強化するなど、
利用者増とにぎわいの
創出を図ることとしてい
る。
また、皆生ツアース
テーションで皆生温泉
等のアクティビティの
体験型ツアー商品の
開発・販売に取り組む
こととしている。

鳥取県と鳥取県西部
圏域市町村で策定した
地域再生計画（名峰
「大山」とともに生きる・
鳥取県西部圏域の広
域観光推進プロジェク
ト）が国から認定され
た。平成２９年度は、当
該計画に基づき、地方
創生推進交付金を活
用して、下記の事業を
実施した。
●歴史シンポジウム
●謎解き宝探し
●大山講座
●米子市美術館常設
展Ⅰ「大山の魅力」・特
別展示「鳥取県ゆかり
の刀剣」
●霊峰大山～大山の
根源を探る旅
●秋のたいまつ行列

皆生温泉中心に位置
する観光センターを圏
域のランドマーク（滞留
拠点施設）として、街あ
るきの起点とすること
で、旅館の外ににぎわ
いを創出する。地方創
生拠点整備交付金を
活用し、1階展示ス
ペース模様替え、エレ
ベーター設置、トイレ洋
式化等の米子市観光
センターの改修工事を
行い、利便性及び機能
強化を図った。（工期：
平成２９年９月～平成
３０年３月末）
観光センター内にエコ・
スポーツツーリズムを
推進するためのツアー
デスク機能をもった「皆
生ツアーステーション」
を設置し、ホームペー
ジ開設等による情報発
信や皆生温泉の誘客
につながるツアー情報
の調査等を実施した。

○歴史文化が息づき、
豊かな自然環境に恵ま
れた圏域は、大山をはじ
め多様な地域資源を有
していますが、国内外か
ら選好されるブランド観
光地域づくりを進めるた
めには、圏域全体の地
域資源の価値向上と情
報発信が課題となってい
ます。また、集客ノウハ
ウや専門人員が不足す
るなど、これまでの行政
主導の着地型観光の推
進は限界を迎えており、
「観光地を経営する」と
いう視点に立った観光地
域づくりに舵をきる必要
があります。

⇒他地域と差別化
できるブランド・コン
セプトの世界観を体
感できる魅力づくり
や受入環境の整備
など、国内外からの
継続的な誘客に向
けた取組を展開す
るとともに、持続的
な観光地域づくりを
実現するため、圏域
におけるＤＭＯを構
築します。また、当
該圏域の強みであ
る空・海の玄関口を
最大限に活かし、空
港や港を利用する
観光客を圏域内や
県内全域に誘導・周
遊させる面的な取組
を重点的に行いま
す。なお、観光客を
誘導・周遊させる取
組においては、圏域
の観光拠点施設とし
て、大山に「山の駅
的施設」を、皆生温
泉に「海の駅的施
設」を整備します。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

③インドとの
経済交流プ
ロジェクト

○平成２５年に山陰イン
ド協会が設置され、平成
２６年１１月には、中海・
宍道湖・大山圏域市長
会、ブロック経済協議
会、山陰インド協会の３
者合同によるインド・ケラ
ラ州の経済交流視察を
行いました。国内の人口
減少が進む中、経済規
模を維持・拡大していく
ためには、新興国などの
新規市場開拓が欠かせ
ません。中でも人口１２
億人のインドはＡSEＡN１
０カ国の２倍という巨大
な市場規模を有してお
り、今後も経済発展が期
待できる国です。

⇒ケララ州と本市長
会間、印日商工会
ケララとブロック経
済協議会間で経済
交流を拡大する覚
書（MOU）を締結し、
山陰インド協会とも
連携しながら、インド
への日本語や各種
技術の普及のため
のバックアップ、情
報交換や視察交流
への支援など、圏域
内企業のインド進出
を促進し、圏域内の
産業振興・国際貢献
に取り組みます。
※「MOU（MemorＡ
ndum of UnderstＡ
nding）」は、「了解覚
書」。行政機関等の
組織間の合意事項を
記した文書で、通常、
法的拘束力を有さな
い。
※施策の修正

①中海・宍道湖・大山
圏域IT企業インド市場
視察参加（11月27日～
12月5日・
ｲﾝﾄﾞｹﾗﾗ州）
行程概要；インドIT企
業等視察／留学生フェ
ア／ＡSＡケララ設立50
周年式典／
JＡPＡN MELＡ（Ｂ2Ｂ）
オープニング
②JＡPＡN MELＡ（日本
産業技術展）出展　（12
月 1日～3日・コチ市・
LULU MＡLL）
・観光ムービー、パンフ
レットを使用し圏域の
紹介・PR。松江商工会
議所、山陰インド協
会、JETROと協力し、
「圏域に対する観光認
知度アンケート」を実施
（有効サンプル；179
人）

インドケララ州との経
済交流拡大を目指す
覚書（MOU）の締結に
基づき、企業進出やビ
ジネスマッチング等の
実現のため、密接な協
力体制の構築支援、情
報交換、視察交流等を
行う。平成３０年度より
地方創生推進交付金
を活用して、山陰インド
協会等の関係団体と
連携し、総合戦略に掲
げる『圏域企業の海外
進出支援のための官
民挙げた「インド」進
出』及び人材確保実現
に取組む。また、圏域
のＩＴ企業等の魅力を
向上することで、圏域
へのＵ･Ｉターンに繋げ
ていくこととしている。

総合政
策課

①三大都市
圏での圏域Ｐ
Ｒプロジェクト

①圏域内でのマルシェ
開催
米子市（9月18日）　出
店数；83店　来場者数；
23,000人
②圏域外でのマルシェ
開催
大阪市（6月30日～7月
1日）　出店数；14店
芦屋市（11月1日～2
日）　　　出店数；10店
協力事業；４件
③圏域外向け２次展開
事業
商談会（9月19日）
参加企業；19社、バイ
ヤー；6社
バイヤーズツアー（7月
1日、9月18日）
出店者研修会・交流会
（8月30日）
出店者研修会・交流
会・産品相談会（2月20
日～21日）

○中海・宍道湖・大山圏
域は、出雲大社、水木し
げるロードなどの観光地
や、皆生温泉や玉造温
泉などの温泉地等、豊
富な観光資源を有して
います。しかしながら、
圏域外での本圏域内観
光資源の認知度不足か
ら、観光客が本圏域を
訪れる機会は多くないの
が現状です。このため、
圏域外からの観光客の
増加を図るため、特に人
口集中地域である三大
都市圏（首都圏、関西
圏、中京圏）での本圏域
の認知度向上に取り組
む必要があります。

○中海・宍道湖・大山圏
域には、豊かな自然が
育んだ農水産品、一級
の素材を活かした加工
品など優れた産品が数
多く存在しており、この
地域に住んでいるがゆ
えに気づかない優れた
産品等も多く存在しま
す。しかしながら、都市
部での認知度はいまだ
低く、十分な販路の拡大
が図れていない状況で
す。

総合政
策課

ＪＲ西日本、山陰中央
新報社、ジェトロ、ブ
ロック経済協議会及び
圏域市長会の５者で構
成する「山陰いいもの
マルシェプロジェクト実
行委員会」において実
施し、山陰の中核地域
である中海・宍道湖・
大山圏域の官民組織
が連携し、山陰が誇る
「いいもの」を再発掘す
るとともに、ＪＲ西日本
等とタイアップし、全国
へ情報発信をすること
としている。

人口集中地域である
三大都市圏等（首都
圏・中京圏・関西圏）に
おいて、圏域の魅力や
観光資源の積極的な
情報発信を行い、圏域
の認知度向上、観光誘
客を図ることとしてい
る。

2Ⅳ ①旅行誌を活用した圏
域観光プロモーション
業務
・月刊「旅行読売」に毎
号（３～８月号）６ペー
ジカラーで圏域を紹介
するタイアップ記事掲
載（実施中）
・上記の記事をヤフー
ニュースに配信及び旅
行会社ＨＰに転載して
本圏域の旅行商品へ
誘導（実施中）
②山陽圏への観光プ
ロモーション業務
・広島市内で圏域の観
光プロモーションイベン
ト実施（3/18予定）
・広島県を対象地域と
する月刊情報誌「タウ
ン情報広島」（３～５月
号）によるプロモーショ
ン実施
・観光情報紙「あ・るっ
く」に圏域観光特集
ページを設け、山陰の
みならず瀬戸内圏等へ
も広報（３月発行予定）

⇒圏域の官民組織
が連携して山陰が
誇る「いいもの」を再
発掘し、展示・販売
する「山陰いいもの
マルシェ」をJR西日
本とタイアップし開
催します。この取組
を通じて、出店者同
士の連携によるコラ
ボ商品・新商品の造
成や６次産業化を
目指し、都市部で勝
負のできる付加価
値の高い商品づくり
を図ります。このマ
ルシェは、まずは圏
域内で巡回開催す
ることとし、その後、
関西圏や首都圏で
の開催に広げてい
きます。

⇒次に掲げる取組
を行います。
ア　首都圏及び関西
圏において、公共交
通機関の車両広告
やデジタルサイネー
ジ（電子表示機器）
等を利用し、本圏域
の観光資源をPRし
ます。また、PR期間
中に合わせて開催
される既存イベント
においてＰＲ活動を
行います。
イ　中京圏におい
て、平成２７年３月
に「フジドリームエア
ラインズ出雲ー名古
屋小牧便」が運行再
開されたことを機
に、ＰＲイベントを実
施します。

総合政
策課

②山陰いいも
のマルシェプ
ロジェクト
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

⑤圏域の産
業を「学ぶ」
修学旅行誘
致プロジェク
ト

○中海・宍道湖・大山圏
域は、ラムサール条約
登録湿地や国立公園な
ど豊かな自然環境と、神
話の時代から連綿と続く
歴史・文化があり、観光
資源も豊富な地域です。
しかしながら、都市部か
らの交通手段の利便性
や認知度の低さなどか
ら、観光客や修学旅行
生が本圏域を訪れる機
会は、多くないのが現状
です。近年、修学旅行の
行先は多様化してきて
いるものの、依然、関東
や関西などの都市部が
定番であり、圏域での実
績は僅かです。

⇒圏域の５市をコー
スに含めた修学旅
行の誘致を図りま
す。なお、単に観光
地を巡るのではな
く、各地の産業を実
際に見て体験する、
本当の意味での「学
べる」修学旅行を構
築します。また、圏
域５市の産業体験、
地方で活躍している
企業や伝統工芸品
について学習する
機会などを設けるこ
とにより、圏域の魅
力や様々な地場産
業をＰＲします。

- 【参考】
修学旅行誘致の取組
として、鳥取県・市町
村・観光協会・商工会
議・各種民間団体を会
員として構成する（公
社）鳥取県観光連盟が
平成27年度より鳥取県
教育旅行誘致促進協
議会を設立した。鳥取
県では本協議会が中
心となり教育旅行誘致
を促進するための事業
に取組んでいることか
ら、当面実施しない方
向である。

総合政
策課

⑥ＩＣＴ活用に
よる観光案
内・圏域ＰＲ
事業

○中海・宍道湖・大山圏
域は、出雲大社、水木し
げるロードなどをはじめ
とした観光地や、皆生温
泉や玉造温泉などの温
泉地等、豊富な観光資
源を有しています。しか
しながら、本圏域は広範
囲にわたるため、観光客
がスムーズに各観光資
源を周遊できる環境整
備は進んでいません。こ
のような中で、圏域の観
光ＰＲは、雑誌広告等の
従来型メディアによる発
信が主ですが、情報発
信手法についてＩＣＴ技
術を活用することも必要
です。

⇒本圏域全体でス
マートフォンを活用
した観光案内アプリ
を導入し、観光客が
本圏域を周遊しや
すい環境整備を行
います。また、観光
案内アプリと併せ
て、ヴァーチャルリ
アリティを活用した
圏域の観光スポット
を疑似体験できるア
プリを作成して、本
圏域のＰＲイベント
等で実際にヴァー
チャルリアリティ体
験をしてもらい、圏
域内観光資源の魅
力を伝え、観光客の
増加につなげます。

※Ｈ２８実施済 総合政
策課

総合政
策課

インバウンド実施計画
の重要ターゲット国
等、海外への観光プロ
モーションを行うことに
より、圏域の魅力・観
光資源を海外へ情報
発信して、外国人観光
客の更なる増加をめざ
すこととしている。
また外国人観光客受
入環境整備を推進し
て、来訪者の満足度を
高め、圏域へのリピー
ター増加につなげるこ
ととしている。

2Ⅳ ④圏域イン
バウンド対策
推進事業

⇒次に掲げる取組
を行います。
ア　本圏域の海外で
の認知度向上を図
るために、本圏域の
魅力を海外に情報
発信し、認知度向上
を図り、インバウンド
集客につなげます。
イ　外国人観光客が
本圏域を訪れた際
に、買い物しやすい
環境整備及び本圏
域をスムーズに周
遊できるよう公共交
通機関での多言語
案内環境整備を実
施します。
ウ　圏域内での情報
収集・発信をしやす
くするために、無料
Wi-Fiスポットの整備
等を実施することで
外国人観光客の満
足度を高め、リピー
ターの増加につなげ
ます。
※「インバウンド」は、
原義は「入ってくる、
内向きの」という意味
の英語で、外国人旅
行者を自国へ誘致す
ること、または、海外
から日本へ来る観光
客を指す。

①シルクエア―及びシ
ンガポール旅行会社
招聘業務（１月１４日～
１５日）
②広島に来訪する外
国人向けフリーペー
パーへ圏域観光ＰＲ広
告掲載
③外国人観光客受入
整備事業
・外国人観光客受入対
応マニュアル作成（３０
０部）
・外国人観光客受入対
応マニュアル及びコ
ミュニケーションシート
説明会開催
５月１５日　松江（出席
者２１名）　５月１６日
米子（出席者２３名）
④翻訳支援業務（英・
韓・繁・簡体）　※事業
所等の説明文・メ
ニュー等の多言語化
⑤業種別（観光案内
所、交通、物販、飲食）
連絡会の結成及び外
国人対応等の研修実
施
⑥外国人観光客向け
飲食店マップ作製（３
月予定）

○中海・宍道湖・大山圏
域は、自然・歴史文化・
温泉などの観光資源に
恵まれ、また食材におい
ても多種多様な特産品
が多いことから、観光地
としての潜在能力は高
く、近年、クルーズ客船
の寄港回数の増加等に
より外国人観光客が増
加傾向にあります。しか
しながら、海外での本圏
域の認知度不足、外国
人観光客の受入体制の
整備不足から、十分な
外国人誘客を図れてい
るとは言えません。この
ため、全国的に見ると本
圏域（鳥取・島根）の訪
日外国人客数は少ない
状況です。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

①圏域内企業情報
データベースの充実
②圏域内企業のビジ
ネスマッチング
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ商談
・展示会2017in米子
（11月21日・米子ｺﾝﾍﾞﾝ
ｼｮﾝｾﾝﾀｰ・ﾋﾞｯｸﾞｼｯﾌﾟ）
商談･展示参加企業
数：301社　　当日商談
件数：720件

⑧中海・宍道
湖・大山圏域
ものづくり産
業振興プロ
ジェクト

圏域の自治体、事業
者、病院、国立大学、
高専の産官学で行わ
れている医工連携の
取り組みを一層前進さ
せるため、支援体制を
整備し各種ニーズと
シーズのマッチング機
会の提供（入口支援）、
研究への指導・助言等
（開発支援）及び製品
化された器具等の圏
域内外への販路開拓
（出口支援）等、各段階
における支援事業を展
開していくこととしてい
る。

総合政
策課

Ⅳ 2 ○中海・宍道湖・大山圏
域には、島根大学、鳥取
大学医学部をはじめとし
た高等教育機関があり、
当該大学等の存在は、
産業振興、地域医療、
雇用の創出、地元企業
への就職など、地域活
性化に重要な役割を果
たしており、貴重な地域
資源です。大学等の研
究、技術開発能力や優
秀な学生の育成は、圏
域の産業界にとって貴
重な財産です。また、圏
域の企業との共同研究
開発や企業からの調査・
治験（医薬品や医療機
器の製造販売に関し法
令上の承認を得るため
に行われる臨床試験）の
委託など、大学等と地元
企業との結びつきの強
化も重要です。

⇒県境を越えた大
学等と圏域企業との
産学連携や学生の
圏域内企業への就
職、さらには圏域企
業と医学従事者との
医工連携など、産業
振興、雇用創出、若
者定着を促進する
取組を圏域が一体
となって実施し、圏
域経済の活性化と
大学等の発展を図
ります。

①中海・宍道湖・大山
圏域産学・医工連携推
進協議会 設立総会
（10月23日・ホテル白
鳥）
②医工連携コンシェル
ジュの設置；
NPO法人医工連携推
進機構　客員研究員
吉川　典子氏
③ホームページ等の活
用による情報発信、セ
ミナー・勉強会の開催
・勉強会（11月28日・出
雲商工会議所）
・キックオフセミナー
（12月13日・松江商工
会議所）
・第１回ベーシックセミ
ナー（1月25日・安来商
工会議所）
・第１回アドバンスセミ
ナー（2月15日・出雲商
工会議所）
・メディカルジャパン
2018視察（2月22日・大
阪市）
④ニーズ･シーズ調
査、医療機器開発支援
及びデータベースの構
築

圏域内企業間での産
業連携や域外企業と
の新たな事業連携を
促進するため、「圏域
ものづくり.net」の掲載
企業情報を質・量とも
に充実させ、圏域内外
企業へ向けた情報発
信をさらに強化していく
こととしている。

総合政
策課

○中海・宍道湖・大山圏
域の製造品出荷額は、
約９，５００億円と山陰両
県の６割近くを占めてお
り、製造業の事務所・従
事者数でも両県の半分
を占めています。本圏域
には、国内市場のトップ
クラスのシェアを有する
企業も存在し、地域ごと
に特色ある産業集積が
存在しています。しかし
ながら、その大半が中小
零細企業であるがゆえ、
新商品開発や取引先開
拓など積極的な企業活
動に取り組めていない状
況にあります。圏域内事
業所には、優れた製品・
技術や開発力を有する
企業も数多く存在します
が、そうした企業情報の
共有化や圏域内におけ
る企業間連携が十分活
かされていない状況が
あります。

⇒企業間連携の基
礎とするため、総合
商社等のネットワー
クや地元金融機関
等の圏域内ネット
ワークで組織する専
門調査チームを編
成し、圏域内企業の
データベースを質・
量ともに充実させ、
圏域内外の企業間
のビジネスマッチン
グの強化や、企業
間のサプライチェー
ン（複数の企業間で
の統合的な物流）の
構築により圏域内に
おける資金循環を
促進していきます。
さらに、本圏域の強
みである産業集積・
技術力をパッケージ
化し、圏域外の企業
にわかりやすくＰＲ
することでビジネス
マッチングの機会を
増加し、圏域内のも
のづくり産業の振興
を図ります。また、
外貨獲得のため、
圏域内のコネクター
ハブ企業への支援
を行い、圏域内もの
づくり産業を活性化
させます。

※「コネクターハブ
企業」とは、地域の
中で取引が集中し
ており（取引関係の
中心となっているハ
ブの機能）、地域外
とも取引を行ってい
る（他地域と取引を
つなげているコネク
ターの機能）企業。

⑦産学・医工
連携による圏
域経済活性
化事業
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

⑩ＥＶなどの
エネルギー
利用

○EV（電気自動車）の普
及啓発は、大気中への
二酸化炭素排出の削減
を図ることができます。
一方で、ＥＶで長距離を
移動する場合は、外部
電力による充電が必要
となるため、充電ポイン
トの周知等を図っていく
必要があります。

⇒自然と調和した環
境に優しい圏域を構
築するため、二酸化
炭素を排出しない
EVの普及啓発や利
用促進など、低炭素
社会の実現に向け
た取組を進めます。
具体的には、この圏
域の特徴である豊
かな自然環境に配
慮したEVレンタカー
の観光利用を促進
し、観光客の増加及
びEVの普及を図り
ます。特に、観光地
での走行不能の不
安を解消し、より快
適に観光時間をうま
く利用した充電、周
遊ができるようにす
るため充電ポイント
の周知を行います。

ＥＶドライブマップに掲
載している電気自動車
の急速充電器設置箇
所を更新したマップの
ホームページデータ更
新した。

自然環境の保全や利
活用、圏域の低炭素化
に向けた電気自動車
の普及啓発の取組な
どの広報啓発を行うこ
ととしている。

総合政
策課

総合政
策課

ラムサール条約登録
湿地の中海・宍道湖を
はじめ圏域の豊かな自
然環境等の学習及び
関係機関と連携した情
報発信を行うこととして
いる。

2Ⅳ

○鳥取・島根の両県は、
いわゆる交通系IＣカード
空白地域となっており、こ
の圏域においても交通系I
Ｃカードの導入は進んでい
ません。導入を検討する
に当たっては、一体的な
発展、スケールメリット、利
便性の向上等を考慮すれ
ば、圏域で共通したシステ
ムの導入が考えられます
が、複数の公共交通機関
（交通事業者）が関係し、
導入する範囲やカードシ
ステムなど、圏域での一
体化には様々な課題が想
定されます。また、IＣカー
ドを導入することにより、
利用者の移動動線や消費
行動がデータベース化で
きることから、様々な需要
等の掘り起こし、公共交通
機関のダイヤ設定などに
もデータを活用することが
可能ですが、圏域におい
て同種のカードを導入して
いる例はなく、行政のみで
実施することも困難です。

⇒当面は、金融機
関などの関係機関と
協議・調査等を実施
します。

－ （参考）
平成２８年１２月にＪＲ
西日本によりＩＣカード
乗車券「ＩＣＯＣＡ（イコ
カ）が松江・米子・伯備
地区に導入され、ＪＲ
の利便性の向上が図
られたところであり、今
後はこの動向を注視し
ていくこととしている。

-

①中海・宍道湖子ども
探検クルーズ実施（８
月９日）
・参加人数：３６人
・講師：島根県水産技
術センターより招請『ゆ
たかな宍道湖 おいし
いしじみ』
②ラムサールシンポジ
ウム開催（１２月９日・
松江テルサ）
「鳥」をテーマに、中
海・宍道湖で活動する
団体の活動発表や基
調講演、フォトコンテス
ト
作品の展示等を鳥取・
島根両県等と共催によ
り実施。
③「ウンパくんのスタン
プラリー＆宝探しゲー
ム２」実施
（１月２５日～３月１５
日）
中海・宍道湖の特色あ
る豊かな自然を活かし
たスタンプラリーを
通じて、環境保護意識
の高揚と圏域の交流
人口の拡大を図る。

総合政
策課

⑨自然環境
豊かな中海・
宍道湖の活
用プロジェク
ト

○中海・宍道湖・大山圏
域には、ラムサール条
約に登録されている中
海、宍道湖があり、平成
２７年度に登録１０周年
を迎えます。中海・宍道
湖にはラムサール条約
登録の基準を大きく上回
る鳥類の飛来があり、西
日本最大の鳥類越冬地
であるにもかかわらず、
自然環境の豊かさや魅
力が圏域内外に広く伝
わっていない状況があり
ます。

⑪ＩＣカードを
核とした地域
活性化

⇒バードウォッチン
グなどラムサール条
約登録湿地の中海・
宍道湖をはじめ圏
域の特徴ある豊か
な自然環境を活かし
た事業を展開し、そ
の豊かさを実感して
もらうことで、住みた
くなる、訪ねてみた
い圏域づくりを実現
していきます。圏域
内外からの誘客を
図るため、初心者で
も気軽にバード
ウォッチングが楽し
めるようにスポットを
紹介したパンフレッ
トの作成や中海・宍
道湖のPRを関係機
関と連携して行うこ
とで、圏域のイメー
ジアップや交流人口
の拡大を図ります。
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

⑫ロシアへの
販路拡大支
援

⇒環日本海定期貨
客船航路で境港と
つながるロシアのウ
ラジオストクでのビ
ジネス展開の定着
と、さらなる販路拡
大を促進するため、
ロシアバイヤーを招
待して圏域内企業と
事前商談会を開催
し、ウラジオストクで
の販売促進活動を
実施します。

鳥取県「ロシア中小企
業・人的交流分野にお
ける協力プラットフォー
ム」への参画

平成22年度からの取
組により、経済交流の
促進、少数ではあるが
ビジネスの定着など、
一定の効果は認めら
れている。一方、その
業種や企業は限定的
になりつつあり、事業
展開の見直しも必要な
時期となっている。平
成30年度においては、
鳥取県版「ロシア中小
企業・人的交流分野に
おける協力プラットホー
ム」を活用し、新たなビ
ジネス案件の模索や
見本市等への参加な
ど、今後の事業展開を
検討することとしてい
る。

⑬人材育成
の共同化

〇中海・宍道湖・大山圏
域市長会では圏域５市
との連携により圏域の発
展に資する様々な取組
を行っています。この取
組をさらに充実し、発展
につなげるためには、こ
の圏域の将来を担う行
政職員の人材の育成を
図るとともに、圏域経済
界との人的なネットワー
クを構築していくことが
必要です。

⇒圏域経済界と人
材育成セミナー「未
来創造塾」を共同で
開催し、圏域５市の
若手職員を派遣しま
す。

『地方創生カレッジ官
民連携講座』及び『山
陰まんなか未来創造
塾』の開催
　・総論編「地域の困り
ごとから創る官民協業
モデル」（１２月５日）
　・実践型ワークショッ
プ「官民連携により働
きがいの高い（働きたく
なる）圏域づくりを目指
す」
　（１２月９日、１月２６
日、２月２６日　３回シ
リーズで実施）
講師：慶應義塾大学
玉村雅敏 教授、横田
浩一 特任教授
　・山陰まんなか未来
創造塾（３月２３日）
講師：㈱ファーマーズ・
フォレスト　代表取締役
社長　松本 謙 氏

圏域の将来を担い、地
方創生を進める人材を
共同で育成するととも
に、人的な交流を通じ
て広域的な人的ネット
ワークの構築を推進す
ることとしている。

○中海・宍道湖・大山圏
域は空と海の国際定期
航路（空：米子－ソウル・
米子－香港、海：境港－
東海－ウラジオストク）
が就航する北東アジア
へのゲートウェイ（玄関
口）機能を有していま
す。今後も圏域内の産
業振興の促進を図るた
め、この機能を有効に活
用する必要があります。

2Ⅳ

市長会とブロック経済
協議会並びに観光協
会会議が連携し、本圏
域のＤＭＯ組織を設
立・運営し圏域の観光
振興事業を実施する。
将来的に法人化し自
立・自走ができる組織
を目指し、調査・研究を
行うこととしている。

総合政
策課

　中海・宍道湖・大山圏
域インバウンド機構設
立。
・設立総会、設立記念
講演会、設立記念懇親
会
（7月１４日・出雲市役
所他）
・中海・宍道湖・大山圏
域インバウンド機構日
本版ＤＭＯ候補法人登
録（１１月２８日）

総合政
策課

総合政
策課

○中海・宍道湖・大山圏
域には、魅力的な観光
資源をはじめ、豊かな自
然環境、歴史・文化・伝
統芸能・神話や山陰の
優れた食材・産品があり
ます。さらに、２つの空
港、日本海側有数の港
湾を持ち、韓国～ロシア
への定期貨客船や、国
際定期便など、国内外
の観光客を迎えるうえで
他地域に誇れる環境も
有しています。しかしな
がら、各市がそれぞれに
単独で施策を講じていた
ため、本圏域の優れた
資源や環境が十分に発
信しきれていない現状が
あります。このため、圏
域内に点在する観光・自
然・食の素材などこれら
を有機的に繋ぎ合わせ
て、圏域全体をブラン
ディング化する体制づく
りが必要です。

⇒圏域版のＤＭＯを
設立し、外国人観光
客の受入環境整
備、三大都市圏等
へのプロモーション
など、圏域の認知度
向上や観光誘客を
図る取組を行いま
す。

※「ＤＭＯ（DestinＡ
tion　MＡrketing／M
ＡnＡgement　OrgＡ
nizＡtion）」とは、
様々な地域資源を
組み合わせた観光
地の一体的なブラン
ドづくり、ウェブ・SNS
等を活用した情報
発信・ブロモーショ
ン、効果的なマーケ
ティング、戦略策定
等について、地域が
主体的になって行う
観光地域づくりの推
進主体。

⑭圏域にお
けるDMOの
設立・運営
※施策の追
加
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ＫＰＩの目標 Ｄｏ Ａcｔｉｏｎ 関係課

取組内容 ＫＰＩの実績 評価 見直し等の方向性

施
策
分
野

政
策
分
野

Ｃｈｅcｋ

平成２９年度

施策

Ｐｌaｎ

■圏域への観光入
込客数《年間》
⇒５年後（平成３１
年）において、３，８
７０万人（平成２６
年：約２，８６５万人）

２７，４４５，０５
８人

【参考】
平成２８年度：２
８，２６５，７４３
人
平成２７年度：２
８，４８７，６１３
人

総合政
策課

■圏域での外国人
宿泊客数《年間》
⇒５年後（平成３１
年）において、１１万
２千人（平成２６年：
約５万６千人）

１１７，３９７人

【参考】
平成２８年度：９
３，５４３人
平成２７年度：８
５，２３５人

総合政
策課

■山陰いいものマル
シェ来場者数《累
計》
⇒平成２９年度まで
に、１５万人

１０１，０００人
【内訳】
平成２９年度：２
３，０００人
平成２８年度：３
３，０００人
平成２７年度ま
で：４５，０００人

商談成立による新たな
販路開拓など一定の
成果が表れているが、
圏域内マルシェが一巡
したこと､また交付金終
了に伴い､H31年度以
降の事業展開･運営方
法の検討が必要であ
る。
地産外消に向けた販
路拡大を図ることとし
ている。

総合政
策課

■ビジネスマッチン
グ商談件数《累計》
⇒５年後（平成３１年
度）までに、１，８００
件（平成２４年度～
平成２６年度累計：７
６５件）

１，６９５件
【内訳】
平成２９年度：７
１１件
平成２８年度：４
５６件
平成２７年度ま
で：５２８件

ビジネスマッチング事
業により、商談の成
立、販路拡大につなが
り、圏域内外企業の連
携交流が促進された。
●データベース事業に
ついて、魅力的なHPと
なるよう工夫が必要。

総合政
策課

【中海・宍道湖・大山圏域が連携した地方創生への取組に係
るＫＰＩ】

Ⅳ 2
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